
包
山
楚
筒

「
ト
笈
祭
藤
筒
」

の
構
造
と
シ
ス
テ
ム工

藤

7c 

男

は

じ

め

に

一
「
卜
盤
祭
諸
問
筒
」
関
係
竹
簡
の
出
土
状
況

二
包
山
楚
簡
の
出
土
扶
況
と
「
ト
笈
祭
祷
筒
」

三
包
山
楚
衡
「
卜
盆
祭
藤
簡
」
の
鰻
例
分
析

(
1〉

四
包
山
楚
筒
「
卜
笈
祭
鰭
筒
」
の
鐙
例
分
析

(
2〉

五
ト
笈
祭
祷
の
質
態
分
析

む

す

び

- 39ー

t主

じ

め

先
に
私
は
、
秦
の
南
郡
治
下
の
豚
吏
に
副
葬
さ
れ
た
睡
虎
地
秦
簡
を
主
た
る
史
料
と
し
て
、
戦
園
後
期
に
お
け
る
秦
の
六
園
統
一
の
過
程
と

ハ
1
)

そ
の
特
質
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
睡
虎
地
秦
簡
と
は
秦
律
な
ど
の
法
制
史
料
と
「
日
書
」
と
い
う
占
卜
書
を
含
む
竹
簡
資
料
で

〈

2
)

あ
る
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
湖
北
省
荊
門
市
で
包
山
二
競
墓
が
護
見
さ
れ
、
そ
の
墓
葬
か
ら
も
司
法
関
係
文
書
と
「
卜
筆
祭
薦
記
録
」
と
命
名
さ

(
3
)
 

れ
た
宗
教
関
係
文
書
が
出
土
し
た
。
秦
が
楚
都
部
を
破
っ
て
南
郡
を
開
置
し
た
の
は
、

年
〈
前
二
七
八
)
、

す
な
わ
ち
楚
の
頃
裏
王
二
一
年
で
あ
り
、

『
史
記
』
巻
一
五
・
六
園
年
表
に
よ
れ
ば
秦
昭
王
二
九

そ
れ
は
包
山
二
競
墓
の
下
葬
年
代
、
す
な
わ
ち
前
=
二
六
年
の
三
八
年
後
の
こ
と

645 

で
あ
る
。

つ
ま
り
墓
主
は
部
が
秦
に
占
領
さ
れ
た
年
代
と
比
較
的
近
い
楚
園
末
期
の
上
級
法
官
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
包
山
楚
簡
は
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秦
に
占
領
さ
れ
る
以
前
の
楚
の
支
配
置
制
と
南
郡
の
支
配
瞳
制
を
比
較
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
で
は
こ

の
問
題
を
検
討
し
て
ゆ
く
基
礎
作
業
と
し
て
、
多
少
迂
遠
で
は
あ
る
が
、
ま
ず
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
卜
箆
祭
博
記
録
」
の
構
造
と
シ
ス
テ
ム
を
復

元
し
、
そ
こ
か
ら
包
山
楚
簡
の
史
料
的
性
格
を
検
討
す
る
覗
黙
を
獲
得
し
た
い
と
思
う
。

「
ト
霊
祭
鵡
簡
」
関
係
竹
簡
の
出
土
朕
況

包
山
楚
衡
の
出
土
に
前
後
し
て
、
卜
箆
祭
鵡
に
閲
す
る
楚
簡
は
こ
れ
ま
で
三
種
類
出
土
し
て
い
る
。
ま
ず
そ
れ
ら
を
検
討
し
、

そ
の
上
で
包

山
楚
簡
の
場
合
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

1 

(
4〉

湖
北
江
陵
望
山
一
一
概
墓
出
土
の
「
卜
箆
祭
蕗
筒
」

営
一
該
墓
は
一
九
六
五
年
多

i
六
六
年
春
に
設
掘
さ
れ
た
中
型
土
坑
木
穆
墓
で
、
葬
具
は
二
樗
一
棺
。
竹
簡
は
漫
箱
東
部
に
あ
り
、
出
土
時
す

(

5

)

 

で
に
散
凱
し
て
い
て
、
す
べ
て
残
簡
で
あ
る
。

顔
合
後
の
総
数
は
二

O
七
枚
、

最
長
は
五
二
・
一
セ
ン
チ
前
後
、

幅
一
セ
ン
チ
前
後
、

- 40ー

厚
さ

0
・
一
セ
ン
チ
。
韻
じ
紐
を
固
定
す
る
三
角
形
の
契
口
が
上
中
下
に
あ
る
。
そ
の
痕
跡
の
前
後
の
字
に
空
隙
が
あ
る
の
で
、
簡
書
は
字
を
書
寓

一
簡
の
字
数
は
最
多
が
三

O
字
、
最
少
が
一

字
、
多
く
は
六
J
一
五
字
で
、
組
字
数
は
一

O
九
三

字
。
書
法
に
差
が
あ
り
、
複
数
の
書
き
手
が
想
定
さ
れ
る
。
簡
文
の
内
容
は
、
貞
人
が
ト
益
し
た
期
日
、
使
用
用
具
、
貞
聞
の
事
由
と
卜
盤
の

結
果
、
墓
主
の
た
め
に
求
一
帽
去
疾
す
る
種
々
の
祭
需
の
方
法
な
ど
で
あ
る
。
筒
文
に
「
属
郡
山
固
貞
」
(
郡
山
由
の
震
に
貞
う
〉
と
あ
る
の
で
、

す
る
以
前
に
聯
績
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ

「
郡
山
固
」
は
「
悼

(

7

)

 

固
」
に
誼
む
こ
と
が
で
き
、
こ
の
悼
固
は
悼
王
を
始
祖
と
し
そ
こ
か
ら
分
出
し
た
悼
を
氏
と
す
る
楚
の
王
族
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
c

悼
固

が
墓
主
恵
国
の
た
め
に
行
わ
れ
た
貞
問
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
簡
文
に
現
れ
た
租
先
祭
杷
の
封
象
は
東
大
王
・
聖
王
・
恕
王
で
あ
り
、

(

6

)

 

れ
ら
は
『
史
記
』
巻
四

0
・
楚
世
家
に
み
え
る
倒
筒
王
・

ω撃
王

・
伺
悼
王
に
あ
た
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
態
」
は
「
悼
」
に
、

そ

の
生
前
の
身
分
は
下
大
夫
で
、

そ
の
年
代
は
戟
圏
中
期
の
伺
威
王
あ
る
い
は
倒
懐
王
前
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。



2 

(

8

)

 

湖
北
江
陵
天
星
観

一
競
墓
出
土
の
「
卜
盆
祭
薦
簡
L

嘗
一
該
墓
は
一
九
七
八
年
に
護
掘
さ
れ
た
大
型
土
坑
木
樽
墓
で
、
葬
具
は
一
樗
三
棺
。
江
陵
地
巨
で
護
掘
さ
れ
た
楚
墓
中
最
大
級
の
墓
葬
で
あ

る
。
竹
簡
は
西
室
か
ら
出
土
し
、

一
部
は
漆
器
の
表
皮
の
中
に
挟
ま
れ
、
兵
器
の
竿
の
下
に
座
さ
れ
、
さ
ら
に
盗
掘
者
に
踏
み
折
ら
れ
て
い

た。

一
部
は
竹
笥
の
中
に
あ
り
、
保
存
朕
態
は
よ
い
。
整
衡
の
簡
長
は
六
回
・
七
一

セ
ン
チ
、
幅

0
・
五
J
0
・
八
セ
ン
チ
、
契
ロ
が
簡
の
左

側
の
上
下
に
あ
る
。
字
は
上
端
の
空
白
を
残
さ
ぬ
書
き
方
で
あ
る
。
整
簡
は
七

O
徐
枚
、

そ
の
他
は
み
な
残
簡
で
、
縮
刷
字
数
は
約
四
五

O
O字

儀
り
。
内
容
は
ト
盤
祭
薦
と
蓮
策
。
こ
の
う
ち
前
者
の
字
数
は
二
七

O
O徐
字
で
、
大
部
分
は
墓
主
の
邸
揚
君
蕃
殺
の
た
め
に
卜
盤
し
た
記
録

で
、
一
部
が
祭
杷
に
闘
す
る
内
容
で
あ
る
。
邸
揚
は
封
地
名
、
君
は
封
続
、
蕃
敷
は
姓
名
。
整
理
者
は
墓
主
の
生
前
の
地
位
に
つ
い
て
、
寄
位

は
上
卿
、
官
職
は
令
罪
・
上
桂
園
、
と
想
定
し
て
い
る
。
陳
振
裕
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
租
先
祭
杷
の
封
象
は
卓
公

・
恵
公
な
ど
で
あ

(

9

)

(

叩
〉

る
こ
と
か
ら
、
墓
主
は
王
族
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
年
代
は
戦
闘
中
期
の
帥
宣
王
あ
る
い
は
伺
威
王
の
時
期
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

3 

(

江

)

湖
北
江
陵
奏
家
鳴

一
競
墓

・
一
三
競
墓

・
九
九
競
墓
出
土
の

「ト
霊
祭
帯
筒
」

- 41ー

一
九
八
六
年
五
月
J
八
七
年
六
月
、
春
秋
晩
期
?
戦
園
晩
期
早
段
の
一

O
五
基
の
楚
墓
が
護
掘
さ
れ
、
そ
の
う
ち
三
基
の
墓
葬
か
ら
計
四
一

(
臼

)

支
の
竹
簡
が
出
土
し
た
。
小
型
楚
墓
で
、
葬
具
は

一
樟

一
棺。

一
競
墓
は
溢
箱
底
屠
か
ら
残
簡
七
支
(
段
〉
が
出
土
。

一
三
競
墓
は
出
土
時
停

室
内
に
泥
が
堆
積
し
て
お
り
、
竹
簡
は
塗
箱
の
頭
箱
に
近
い
端
の
低
層
か
ら
出
土
。
す
べ
て
残
簡
で
、
一
八
支
〈
段
)
。
字
迩
は
不
鮮
明
。
九
九

競
墓
で
は
出
土
時
樽
室
に
積
水
が
あ
っ
た
。
す
べ
て
残
簡
で
、
一
六
支
(
段
〉
。
一
競
墓
竹
簡
に
「
新
一
踊
於
王
父
」
な
ど
の
新
躍
の
類
の
酔
、

一

三
披
墓
竹
簡
に
「
占
之
日
吉
」
な
ど
の
占
卜
の
僻
、
九
九
競
墓
竹
簡
に
「
貞
之
士
口
無
答
」
の
貞
聞
の
酔
お
よ
び
遣
策
が
あ
っ
た
。
年
代
は
こ
の

墓
葬
群
全
瞳
の
下
限
が
戦
園
晩
期
早
段
(
前
二
七
八
年
以
前
)
と
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

三
基
の
個
々
の
年
代
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。

647 

こ
う
し
た
楚
簡
の
中
で
望
山
楚
簡
は
「
卜
霊
祭
薦
筒
」
出
土
の
鳴
矢
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
が
、

ほ
と
ん
ど
が
残
簡
な
の
で
、
全
瞳
の
復
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元
は
相
官
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
天
星
観
楚
簡
は
整
簡
の
数
か
ら
い
っ
て
そ
の
内
容
に
期
待
さ
れ
る
が
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
潟
員
や
穣

(

日

)

文
は
ご
く
わ
ず
か
で
、
全
瞳
は
い
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
秦
家
嚇
楚
簡
に

つ
い
て
も
麓
掘
筒
報
の
み
で
、
そ
の
情
報
量
は
さ
ら
に
不

足
し
て
い
る
。

包
山
楚
簡
の
出
土
紋
況
と
「
卜
盆
祭
鵡
筒
」

こ
れ
ら
の
出
土
楚
簡
の
朕
況
に
射
し
て
、
包
山
楚
簡
は
全
簡
の
骨
局
員
が
穣
文
・
注
穫
と
と
も
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
報
告
書
に
よ
る
と
、
以

(
M
)
 

下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

1 

包
山
楚
簡
の
概
要

墓
葬
は
大
型
土
坑
木
惇
墓
で
、
葬
具
は
二
棒
三
棺
。
出
土
竹
簡
の
摺
枚
数
は
四
四
八
枚
(
内
、
有
字
簡
は
二
七
八
枚
)、

総
字
数
は
一
二
四
七
二

- 42ー

字
。
東
室
出
土
の
入
枚
と
南
室
出
土
の
一
七
枚
は
遁
策
。
西
室
出
土
の
二
二
五
枚
は
、
残
簡
を
綴
合
し
た
六
枚
の
有
字
簡
が
遁
策
、
他
の
ご
一

九
枚
の
う
ち

一
枚
が
文
書
類
に
腐
し、

残
り

一
二
八
簡
が
無
字
簡
。

北
室
出
土
の
二
八
八
枚
は
五
七
枚
(
内
、
三
枚
は
無
字
簡
)
の
「
卜
箆
祭
鵡

記
録
」
お
よ
び
二
三
一
枚
(
内
、
三
五
枚
は
無
字
簡
)
の
司
法
閥
係
文
書
簡
で
あ
る
。

竹
筒
の
厚
さ

0
・一

、
sto
-一
五
ミ
リ
。
簡
長
と
幅
は
簡

文
の
内
容
に
よ
り
差
が
あ
り
、

「
ト
箪
祭
龍
記
録
」
も
三
種
類
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
六
九

・
一
J
六
九

・
五
セ
ン
チ
、
六
人

・
一
J
六
八

・
五
セ

ン
チ
、
六
七

・
一
J
六
七
・
八
セ
ン
チ
。
幅
は
一
般
に

0
・
七

i
0
・
八
五
セ
ン
チ
。
契
口
は
文
書
簡

・
「卜
箆
祭
祷
記
録
」
で
は
上
下
に
あ

り
、
簡
蓄
の
聯
綴
は
番
寓
後
に
行
わ
れ
て
い
る
。
字
は
竹
策
に

一
部
は
竹
青
に
記
さ
れ
、
{
子
憧
は
全
般
的
に
明
瞭
で
あ
る
。

一
簡
の
字
数
は

最
大
九
二
字
、
最
少
二
字
、

一
般
的
に
は
五

0
1六
O
前
後
で
、
複
数
の
書
き
手
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
他
に
も
南
室
か
ら
竹
臆
が
一
枚

出
土
し
て
い
る。

竹
簡
は
浸
水
に
よ
る
浮
動
で
順
序
が
撹
飢
さ
れ
て
い
た
の
で
、

た
。
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

文
意
に
よ
っ
て
統

一
的
に
並
べ
ら
れ
、

簡
番
競
が
附
さ
れ



①
「
文
書
類
」
。
こ
の
中
に
は
「
集
箸
」

枚

〉

、

と

分

類

さ

れ

た

楚

の

司

法

聞

係

文

書

が

含

ま

れ

て

い

る

。

そ

の

内

容

に

つ

い

て

は

後

述

す

る

。

(
一
枚
)
。
葬
儀
に
使
用
さ
れ
た
車
六
輔
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
。
こ
の
整
理
作
業
に
よ
っ
て
墓
主
の
職
位

(
二
二
枚
〉
、

「集
箸
言
」②

「
ト
霊
祭
薦
記
録
」

(五枚)、

「
受
期
」

(
六
一
枚
〉

「
疋
獄
」

(
二
三
枚
て
そ
の
他
(
九
四

(
五
四
枚
)
。

③ 

「
遁
策
」

(
二
七
枚
)
。
④
「
竹
臆
」

は
左
夕
、
姓
名
は
部
蛇
と
剣
明
し
、
身
分
は
上
大
夫
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

2 

「
ト
箆
祭
鵡
記
録
」
の
概
要

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
卜
箆
祭
薦
記
録
」
を
紹
介
す
る
と
、
嘗
一
該
簡
は
北
室
か
ら
出
土
し
、

て
い
る
。
各
僚
は
ト
盆
を
行
っ
た
期
日
や
貞
人
相
互
の
関
係
な
ど
に
基
づ
い
て
排
列
さ
れ
、
各
傑
ご
と
に
ひ
と
ま
と
ま
り
の
内
容
と
な
っ
て
い

全
部
で
二
六
篠
(
飽

H
S
J
N印
。
)
に
復
元
さ
れ

る
。
多
く
の
場
合
は
四
J
五
筒
、
少
な
い
も
の
は
一
簡
を
も
っ
て
一
僚
を
な
し
て
い
る
。
内
容
は
祭
需
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
四
簡
ハ
四
・
五
・

一
四
・
一
五
の
各
傑
)
を
除
き
、
他
の
二
二
僚
は
貞
人
た
ち
が
墓
主
の
た
め
に
吉
凶
楠
一
帽
を
貞
問
し
、
鬼
神
や
租
先
に
賜
一
踊
・
加
護
を
祈
願
し
た

も
の
で
あ
る
。
各
候
の
大
部
分
に
前
年
の
大
事
を
も
っ
て
紀
年
す
る
「
以
事
紀
年
」
が
み
え
、
月
序
は
楚
の
月
名
と
序
敷
月
名
が
併
用
さ
れ
、

日
は
干
支
で
記
さ
れ
て
い
る
。
包
山
楚
簡
に
は
全
部
で
七
種
類
の
以
事
紀
年
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
卜
盤
祭
鵡
記
録
」
は
一
俊
J
三
僚
が

「宋

四
篠
J
一
五
僚
が
「
東
周
之
客
許
程
開
肝
於
栽
部
之
歳
」
(
前
一
一
三
七
年
〉
に
、
二
ハ
篠
J
一一六
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客
盛
公
野
勝
於
楚
之
歳
」
(
前
一
三
八
年
)
に
、

僚
が
「
大
司
馬
卓
滑
救
郁
之
歳
」

(
前
一
一
一
一
六
年
)
に
属
す
る
。

前
=
二
八
年
の
各
僚
で
は
、
貞
人
た
ち
が
左
安
部
蛇
の
た
め
に
同
年
四
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
無
病
息
災
の
有
無
を
貞
問
し
て
い
る
。
翌

年
の
前
=
二
七
年
三
月
の
貞
聞
に
部
蛇
の
病
因
が
言
及
さ
れ
、
五
月
に
無
病
息
災
の
有
無
が
貞
問
さ
れ
、
十
一
月
に
ふ
た
た
び
病
因
が
貞
問
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
年
の
前
=
二
六
年
四
月
に
無
病
息
災
の
有
無
と
病
因
が
同
時
に
貞
問
さ
れ
、

五
月
に
病
因
が
貞
問
さ
れ
、

」
れ
を
最
後

649 

に

「
卜
霊
祭
龍
記
録
」
は
終
わ
っ
て
い
る
。
南
室
出
土
の
遣
策
に

「
大
司
馬
卓
滑
救
郁
之
歳
、
富
月
丁
亥
之
日
、
左
ヰ
ア
葬
南
車
一
一
聯
」
云
々

〈筒

N
S
)
と
あ
り
、
そ
れ
は
前
コ
二
六
年
六
月
丁
亥
に
行
わ
れ
た
葬
儀
に
使
用
し
た
扇
車
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
後
の
貞
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聞
の
翌
月
、
す
な
わ
ち
六
月
丁
亥
の
日
に
墓
主
の
葬
儀
を
行
っ
た
こ
と
を
示
し
、
包
山
二
耽
墓
の
下
葬
年
代
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

3 

「卜
霊
祭
篇
記
録
」
の
性
格
を
め
ぐ
る
問
題

(
日
)

こ
の
「
ト
益
祭
博
記
録
」
を
利
用
し
て
、
私
は
楚
文
化
聞
に
お
け
る
鬼
神
信
仰
に
つ
レ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
さ
い
私
は
貞
聞
の
後

に
み
え
る
一
連
の
祭
躍
を
質
際
に
施
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
後
池
津
優
氏
は
拙
稿
に
言
及
し
つ
つ
、
館
文
に
み
ら
れ
る

祭
杷
儀
植
は
必
ず
し
も
現
買
に
貫
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
複
数
の
貞
人
が
各
自
提
出
し
た
災
禍
な
ど
に
劃
す
る
解
鐸
と
慮
方
愛
で
あ
り
、

(

日

目

)

そ
の
内
の
ど
れ
を
選
揮
す
る
か
は
占
貞
主
睦
(
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
側
)
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
レ
う
解
穫
を
提
出
し
た
。
こ
れ
は

「
卜
箆
祭
時
記
録
し
の
資
料
的
性
格
を
考
え
る
上
で
基
本
的
な
問
題
提
起
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
指
摘
は
李
零
氏
の
鐙
例
分
類
に
依
援

(

幻

)

(

凶

〉

「卜
箪
祭
時
記
録
」
の
睦
例
に
つ
い
て
は
報
告
書
に
簡
皐
な
説
明
が
あ
り
、
彰
浩
氏
に
そ
の
専
論
が
あ
る
。
彰
浩
氏
は
「
卜
箆
祭

そ
の
睦
制
を
①
前
僻
(
ト
盆
を
行
っ
た
時
閲

・
貞
人

・ト
笈
用
具
名
、
そ
し
て
貞
聞
を
請
求
し
た
人
の
姓

し
て
い
る
。

名
を
含
む
)
、

②
命
僻
(
主
と
し
て
貞
聞
の
事
由
)
、

③
占
酔
(
卜
盆
の
結
果
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
剣
断
)
、

④
稿
僻

(
短
期
内
の
憂
い
を
解
除
す
る
た
め

- 44ー

時
記
鋒
」
を
卜
箆
簡
と
祭
鵡
簡
と
に
匡
分
し、

鬼
一
柳
に
祈
祷
し
、
加
護
・
賜
一
帽
を
請
求
す
る
僻
)

⑤
第
二
次
占
僻
(
鬼
神
を
祭
鵡
し
た
後
、
鬼
功
の
指
示
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
最
後
の
剣
断
の
僻
〉

に
分
類

し
、
卜
箆
簡
は
基
本
的
に
①
J
⑤
か
ら
な
り
、
祭
稽
簡
は
①
④
か
ら
な
る
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
劃
し
て
李
零
氏
は
、
次
の
よ
う
に
批
剣
し

(

四

)

て
い
る
。
祭
鵡
衡
の
時
僻
(
四
・
五
・
一
四
・
一
五
の
各
傑
〉
は
貫
施
さ
れ
た
祭
記
の
記
録
で

あ
る
が
、

と
。
こ
の
提
言
に
し
た
が
っ
て
李
零
氏
は
、

の
な
の
で
第
二
次
占
卜
の
中
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

卜
箆
簡
の
龍
僻
は
濡
僻
を
占
閉
し
た
も

彰
浩
氏
の
分
類
を
、
第
一
次
占
ト

(
①
前

僻
、
②
命
僻
、
③
占
僻
)
、
第
二
次
占
卜
(
①
合I
僻
、
②
占
僻
〉
と
改
編

し
た
。

そ
し
て
こ
れ
を
承
け
た
池
津
氏
も
、

ト
箆
簡
の
鵡
僻
は
第
一
次
占

鮮
を
承
け
て
降
祭
災
禍
を
解
除
す
る
方
法
を
貞
人
が
提
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
嘗
否
を
判
断
し
た
の
が
「
第
二
次
占
僻
」
で
あ
る
、

と
し

て
い
る
。

一
方
、
陳
偉
氏
も
す
で
に
李
零
氏
の
提
言
を
承
け
、
卜
箆
簡
の
中
の
鵡
酔
は
一
種
の

「構
擬
」
あ
る
い
は
計
重
を
述
べ
た
も
の
で
あ

(
却
)

っ
て
、
す
で
に
寅
施
さ
れ
た
躍
洞
に
劃
す
る
客
観
的
な
記
録
で
は
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
三
氏
に
よ
っ
て
、
蛍
一
該
簡
の
資
料
的



性
格
を
め
ぐ
る
問
題
は
確
買
に
前
進
し
た
。
、
そ
こ
で
小
論
で
は
こ
う
し
た
議
論
を
ふ
ま
え
、
嘗
一
該
衡
を
以
下
よ
り
「
ト
盆
祭
薦
簡
」
と
稽
す
る

こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
李
零
氏
の
瞳
例
分
類
は
あ
く
ま
で
一
般
的
形
式
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
全
保
に
劃
し
て
巌
密
に
適
用
し

て
い
っ
た
場
合
、
新
た
に
検
討
を
要
す
る
問
題
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
検
討
を
逼
じ
て
嘗
一
該
衡
の
構
造
も
い
っ
そ
う
明
確

に
復
元
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
そ
の
検
謹
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
以
下
に
引
用
す
る
楚
簡
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
通

行
字
韓
に
直
し
て
表
記
し
て
い
る
。

包
山
楚
簡
「
卜
盤
祭
薦
筒
」
の
瞳
例
分
析
(
1〉

彰
浩
氏
は
ト
箆
簡
の
瞳
例
分
類
を
九
僚
を
例
に
と
っ
て
衣
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

前
酔
・
:
東
周
之
客
審
程
諦
昨
於
栽
部
之
歳
、
夏
原
之
月
乙
丑
之
目
、
苛
嘉
以
長
則
震
左
弔
ア
蛇
貞
。

命
僻
:
・
出
内
侍
王
自
夏
原
之
月
以
庚
集
歳
之
夏
原
之
月
、
壷
集
歳
弼
身
向
母
有
答
。

占
僻
・
:
占
之
、
直
貞
吉
、
少
有
憂
於
屈
身
、
且
外
有
不
順
。

薦
辞
:
・
以
其
故
放
之
。
塁
龍
楚
先
老
偉
・
祝
融
・
驚
熊
各
一
鮮
、
白
攻
解
於
不
姑
。

第
二
次
占
僻
・
:
苛
嘉
占
之
日
、
士
口
。

そ
れ
を
李
零
氏
の
瞳
例
に
し
た
が
っ
て
改
編
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

-45 -

第
一
次
占
卜

前
辞
:
・
東
周
之
客
替
程
蹄
昨
於
栽
部
之
歳
、
夏
原
之
月
乙
丑
之
目
、
苛
嘉
以
長
則
震
左
予
蛇
貞
、

命
辞
:
・
出
内
侍
王
自
夏
原
之
月
庚
集
歳
之
夏
原
之
月
、
壷
集
歳
拐
身
向
母
有
答
。

占
辞
・
:
占
之
、
恒
貞
吉
、
少
有
憂
於
屈
身
、
且
外
有
不
順
、
以
其
故
倣
之
。
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第
二
次
占
卜
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命
辞
・
:
塑
轄
楚
先
老
健
・
祝
融
・

器
熊
各
一
鮮
、
白
攻
解
於
不
姑
。

占
酢
:
・
苛
嘉
占
之
日
、
吉
。

改
編
さ
れ
た
こ
の
新
分
類
に
よ
り
、
第
一
次
占
ト
(
A
前
僻
、

B
命
僻
、
C
占
僻)、

を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

〈
第
一
次
占
卜
〉

A
.
前
僻

秦月序と楚月序および楚月名一覧表ー

第
二
次
占
卜
(
D
命
辞
、

E
占
僻
)
の
順
で
、
以
下
、
各
僻

前
酔
は
冒
頭
に
卜
盆
を
行
っ
た
期
日
が
き
て
、

そ
の
順
序
は
「
以
事
紀
年
+
楚
月
名
+
干
支
日
」
で
あ
る
。
楚
月
名
に
つ
い

楚月名とその異稿

コ一不自

禁

戸

月

禁

冬

刑

)

夏

-字

・

タ

車

禁

尿

原

(

タ

月

中

屈

遠

刑

夏

富

夏

実

タ
タ
タ
夷
尿
月
月
月
月
月
月
馬

冬
屈
援
刑
夏
紡
七
八
九
十
襲
献

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月一一一

正
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十
十

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

一一一

十
十
十
正
二
三
四
五
六
七
八
九

秦月序 :楚月序

て
は
、
秦
簡
「
日
書
」
甲
種
(
節
叶
S
J
3由
)
の
「
歳
」
篇
に
「
秦
・
楚
月
名
封
照

表
」
が
み
え
る
。
雨
者
の
月
序
を
掛
照
さ
壮
」
、
か
つ
秦
簡
や
楚
簡
に
み
え
る
そ
の
他

の
異
稿
も
併
せ
て
示
し
た
も
の
が
表
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
紀
年
以
外
の
要
素
(
貞
人

名
・
貞
問
請
求
者
な
ど
)
も
組
み
入
れ
た
も
の
が
表
ニ
で
あ
る
。
こ
の
中
の
「
卜
箆
用

具
」
に
注
目
し
た
彰
浩
氏
は
、
そ
の
占
ト
が
亀
卜
・

箆
占
の
南
者
か
ら
な
る
こ
と
を

(

幻

)

指
摘
し
、
そ
れ
を
卜
盆
用
具
の
材
料
面
か
ら
検
査
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

そ
こ
で
と
く
に
「
貞
人
」
と
「
卜
箆
用
具
」
の
関
係
を
示
し
た
表
三
を
み
て
み
る

と
、
次
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
保
家
・
駁
霊
を
併
用
し
て
い
る
智
吉
を
除
き
、
他
の

貞
人
た
ち
は

一
種
類
の
用
具
を
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
卜
箆
簡
に
は
そ
れ
ら
の
用
具

で
箆
占
し
た
卦
萱
が
み
え
、
。

-
o
と
ク
八
々
の
雨
穫
の
奇
遇
符
競
で
表
記
さ
れ
て

(

詑

)

い
る
。
参
考
ま
で
に
そ
れ
ら
に
劃
躍
す
る
『
周
易
』
の
卦
名
、
お
よ
び
す
べ
て
の
用

具
の
使
用
回
数
も
並
記
し
て
お
い
た
。
李
零
氏
は
こ
の
中
の
卦
董
を
と
も
な
う
③
⑤

⑨
が
盤
占
の
用
具
、
そ
の
他
の
①
②
④
⑥
⑦
③
⑮
が
亀
卜
の
用
具
と
し
、
筆
占
用
具

一 46ー
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前僻関係一覧

以事紀年 月名 日 貞人 請求貞問者 簡番競

一 前三一八年 雷原(四月) 乙来
鵬監石舎被吉裳

左安部柁 197 ~ 198 
J/ J/ J/ J/ 199 ~ 200 
J/ J/ J/ J/ 201 ~ 204 

四 前三一七年 冬薬(正月) 笑丑 205 
玉 J/ J/ J/ 206 

ー------司ーーーーー 事ーーーー ーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ー・・『・ーーーーーーー

-'--
J/ 遠薬(三月) 奨卯 苛光 J/ 207 ~ 208 ノ、

ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー ー-ーーーーーー ーー'ーーーーー，ーーー ーーーーーーー ーーー

七 J/ 夏原(五月) 乙丑 五生 J/ 209 ~ 211 
八 J/ J/ J/ 

堕苛嘉吉
J/ 212 ~ 215 

九 J/ J/ J/ J/ 216 ~ 217 
ーーーーー=ーーーーーー ---咽・ー ーーーーーーー ーーーーーーー・・ー '・ーー 圃 e・ーーーーーーーー

-0 J/ 東月(十一月) 己酉

粛害主謹
J/ 218 ~ 219 

一一 J/ J/ J/ J/ 220 
J/ J/ J/ J/ 221 ~ 222 

一一 ワ ワ ワ J/ 223 一
ーー ー-ーーーーーー，司ー ーーーーー ーーーーーーー ーーーー・ーーーーーーーー ーー・・ーーーーーーー

一回 J/ J/ 丙辰 224 
一玉 J/ J/ J/ 225 

ーーーノ_._、- 前三一六年 雷原(四月) 己卯 監陳吉乙
J/ 226 ~ 227 

一七 J/ J/ J/ J/ 228 ~ 229 
一八 J/ J/ J/ 観棚 J/ 230 ~ 231 
一九 J/ J/ J/ 玉生 J/ 232 ~ 233 
二0 J/ J/ J/ 

管震吉E J/ 234 ~ 235 
一 J/ J/ J/ J/ 236 ~ 238 

J/ J/ J/ 11 239 ~ 241 

一一
J/ J/ J/ 観繍 J/ 242 ~ 244 

二四 J/ J/ J/ 玉生 J/ 245 ~ 246 
二五 11 J/ J/ 管吉 /1 247 ~ 248 

ーーーーーーーーーーーー ーーーーー ーーーーーーー 司ー--ーーー ーーーーー， ーーーーーーー ーーー

一ーー一ー.ノ」¥ーー J/ 夏原(五月) 己亥 観義 J/ 249 ~ 250] 

表二

を
使
用
し
て
い
る
廊
舎
・
五

生
・
陳
乙
の
三
人
が
盤
人
、

7.Ĵ23そ
-'--'の

従他
うが
J、~ h. 

き人
j: と

五 し
う て
。 し、

B
.
命
酔

問
の
事
由
を
主
た
る
内
容
と

命
僻
は
貞

し
、
表
四
は
そ
れ
を
一
覧
表

に
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
整

然
と
し
た
瞳
例
が
み
え
る
。

- 47ー

文
中
の
方
角

(
口
)
は
私
が

前
後
の
規
則
的
な
構
文
に
合

わ
せ
て
補
っ
た
も
の
で
、
原

簡
で
は
こ
の
部
分
を
脱
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る。

四

五
・
一
四
・
一
五
の
各
僚
に

命
僻
を
紋
く
の
は
、
そ
れ
ら

が
前
僻
・
帯
酔
か
ら
な
る
祭

薦
簡

(
祭
蔚
の
資
施
記
録
〉
だ

か
ら
で
あ
る
。
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表三 勉 卜 と盆 占

卜笈用具 貞人名 回数 圭ト 重 針臆する周易の卦名

勝監石吉?被舎光吉裳・智吉 ・観義

ーノ』、
三三三三

殻免- --

藍
ag 三 b三三 c三三 a損臨 b随自在 c↑E 需

陳乙 a三三 b三三三 a金 事Jb ~Ji無妄
観繍

命

表四 命僻の事例

辞

都

合

相

官

答

有
有
有

母
母
母

尚
尚
尚

身
身
身

コ
句ae
ヨ
h
d

p
勺
4

白
nA
白
骨
一白珂

歳
歳
歳

+
M-E
京
十
+
M十

霊
登
書
出

王
口
王

事
口
事

入
口
入

出
口
出

同
月

日
川

同
月

之
之
之

原
原
原

型
薗
薗

庚
庚
庚

以
以
以

四
月

日
凡
同
月

之
之
之

原
原
原

型
薗
留

白
同
{
目
白
同

四
菌
七
八
由
国
司

都
宮
相
官
創
出
官

有
有
有

母
母
母

尚
尚
尚

身
身
身

照
射
射

。。

歳
歳
歳

惹
芸

集
集
集

有
有

霊

登

登

母

母尚
尚

月

月

月

中

口

之

之

之

期

口

原
原
原

月
口

夏

夏

夏

奥

口

之
之
之

歳
歳
歳

剖臥剖臥

。集
集
集

入
入

谷

庚

庚

庚

不

不

有
以
以
以

母
月
月
月
。

。気一一束

尚
之
之
之
気
気
少
少

、原
原
原
少
少
、
、

気
夏
夏
夏
、
、
疾
疾

少
自
自
白
疾
疾
心
心

以
、

、
、而
而
肋
肪

、
王
王
王
心
心

疾
侍
侍
侍
下
下
肋
肋

腹
入
入
入
其
其
有
口

肪
出
出
出
以
以
既
既

"・ーーー・ーーーーー・ーーーーーーーーー・・ーーーー-ーーーーーーーーーー一一ーーーーーーーーーーーーーーーー一一一ーーーーーーーーーーーーーーーーー
五

六
七八九
両
昌
出
自

郎
官
都
官
制
管
制
山
口
答

有
有
有
有
有

母
母
母
母
母

尚
尚
尚
尚
尚

身
身
身
身
身

焼
却
刑
照
明
朗
問
。
。
。

、
、
、
奈
奈
奈
奈
奈

歳
歳
歳
歳
歳
有
有
有
有
有

集
集
集
集
集
母
母
母
母
母

窪
護
蓋
登
豪
、
、

1
1
1
1
1
競
諜
翻

之
之
之
之
之
尚
尚
尚
尚
尚

原
原
原
原
原
、

酉
薗
酉
由
自
搬
口
描
口
顧

之
之
之
之
之
不
口
不
口
不

歳
歳
歳
歳
歳
奮
口
鶴
己
沓

集
集
集
集
集

、

庚
庚
庚
庚
庚
創
臥
剖
臥
臥
剖
臥
臥
死

以
以
以
以
以
甘
甘
甘
甘
甘
母

月
月
月
月
月
不
不
不
不
不
尚

之
之
之
之
之

原
原
原
原
原
気
気
気
気
気
気

劃
刑
国
型
刑
固
刑
回
上
上
上
上
上
上

自
白
自
白
白
以
以
以
以
以、、

窮

王
王
王
王
王
疾
疾
疾
疾
疾
痘

侍
侍
侍
侍
侍
心
心
心
心
心
有

入
入
入
入
入
腹
腹
腹
腹
腹
其

出
出
出
出
出
既
既
既
既
既
以
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そ
れ
ら
が
構
文
的
に
も
内
容

的
に
も
き
わ
め
て
定
型
的
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
①
は
前
=
二
八
年
四
月
乙
未
の
目
、
②
は
前
=
二
七
年
五
月
乙
丑
の
日
、
③
は
前
三
二
ハ

年
四
月
己
卯
の
日
に
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
た
貞
聞
の
命
僻
で
、
そ
こ
に
は
墓
主
の
病
気
に
言
及
す
る
言
辞
が
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
射
し
て
「
心

(
U
A
〉

「
上
気
」
な
ど
病
気
に
閲
す
る
言
辞
が
み
え
る
の
は
、
文
字
圏
み
を
施
し
た
④
六
、
⑤
一

O
I
一
三
、
⑥
二
一

i
二
六
の
各
僚
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
①
一

J
三、

②
七

1
九、

③
二
ハ

i
二
O
と
匡
分
し
て
各
傑
(
網
掛
け
部
分
)
を
み
て
み
る
と
、

疾④
は
前
=
二
七
年
三
月
笑
卯
の
目
、
⑤
は
前
コ
二
七
年
十
一
月
己
酉
の
目
、
⑤
は
前
一
二
一
六
年
四
月
己
卯
と
五
月
己
亥
の
雨
日
の
貞
聞
の
命
酔

で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
二
ハ
J
二
五
僚
を
み
て
み
る
と
、
前
コ
二
六
年
四
月
己
卯
の
日
に
定
型
的
な
貞
聞
と
病
因
を
貞
う
二
種
類
の
貞
聞
の
行
わ

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
が
同
日
に
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雨
者
の
命
酔
が
併
存
し
、
相
互
に
混
請
が
み
ら
れ
な
い
貼
に
注
目

ど
ち
ら
か
で
代
行
し
た
り
兼
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
性
格
の
も

のし
でた
あ陳
る偉
た氏
めは
と
指南
摘者
しは
てそ
し、(れ
るおぞ
。)れ

そ濁
こ立
でし
陳た
偉別
氏個
はの

も
の
で

定
型
的
な
貞
聞
を
「
歳
貞
」
、

病
因
の
貞
聞
を
「
疾
病
貞
」
と
命
名
し
た
。
こ
れ
は

さ
て
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
歳
貞
は
一
定
の
期
聞
に
お
け
る
「
出
入
(
事
〉
侍
王
、
馬
身
向
母
有
答
」

に
何
か
災
い
が
あ
る
か
否
か
〉
を
貞
問
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
期
聞
の
解
揮
に
つ
い
て
は
意
見
が
岐
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
に
「
(
前
三

一
八
年
〉
四
月
か
ら
四
月
ま
で
の
卒
歳
」
、
②
に
「
(
前
一
三
七
年
〉
五
月
か
ら
五
月
ま
で
の
集
歳
」
、
③
に
「
(
前
二
一
一
六
年
〉
四
月
か
ら
四
月
ま
で

の
集
歳
」
と
あ
り
、
一
一
一
カ
年
に
お
け
る
命
辞
の
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
報
告
書
の
「
考
樺
」
は
、
簡
書
の
「
宰
」
を

(
部
)

「
卒
」
の
異
瞳
字
と
し
、
卒
を
「
蓋
」
の
意
と
す
る
『
爾
雅
』
理
詰
に
よ
っ
て
、
卒
歳
は
蓋
歳
で
一
年
の
意
と
解
し
て
い
る
(
考
緯
位
。
。
集

『
読
文
』
の
説
解
に
よ
っ
て
集
歳
を
三
歳
の
意
と
解
し
(
考
懇

(
宮
廷
に
出
入
し
、
主
に
仕
え
る
上
で
、
自
身

- 49ー

「
卜
箆
祭
薦
筒
」
の
資
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
成
果
と
い
え
よ
う
。

A
H
(
)
]
C

、

筒
書
の
「
集
」
が
「
ム
」
に
H
M
う
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

(

幻

)

彰
浩
氏
も
同
様
に
解
し
て
い
る
。
前
者
の
卒
歳
は
秦
簡
に
も
頻
見
し
、
そ
こ
で
も
滴
一
年
を
意
味
す
る
の
で
問
題
は
な
い
。
し
か
し
後

(
却
)

者
の
集
歳
に
つ
い
て
李
零
氏
は
、
「
集
」
を
「
合
」
と
訓
じ
て
満
一
年
の
意
と
し
て
い
る
。
彰
浩
氏
が
集
歳
を
三
年
と
解
す
る
論
援
は
、
天
星

観
一
競
墓
の
「
卜
霊
祭
薦
筒
」
に
「
自
十
月
以
至
来
歳
之
十
月
集
歳
向
自
利
」
と
あ
る
文
で
あ
る
。
氏
は
文
中
の
「
来
歳
」
を
ニ
周
年
の
意
と

歳
に
つ
い
て
は
、

655 
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解
し
、
貞
聞
の
期
聞
は
今
年
の
十
月
か
ら
三
年
後
の
十
月
ま
で
と
し
て
い
る
。
し
か
し
陳
偉
氏
は
こ
の
「
来
」
は
「
将
来
・
未
然
の
こ
と
を
指

す
も
の
」
と
し
、
逆
に
集
歳
を
瀬
一
年
と
す
る
論
擦
と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
陳
偉
読
に
従
っ

て
蛍
該
筒
文
を
課
せ
ば
、

「今
年
の
十
月
か
ら
き

∞
品
〉
の
二
例
が
み
え
、

た
る
歳
の
十
月
ま
で
の
湘
一
年
の
開
」
云
々
と
な
る
。
ち
な
み
に
望
山
一
波
墓
竹
簡
に
は

「以
至
集
歳
之
型
」
(
関

us、
「
図
至
集
歳
之
」
(
簡

卒
歳
の
用
例
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
私
は
、
卒
歳
・
集
歳
を
共
に
満
一
年
の
意
と
す
る
李
零
・
陳
偉
読
に
従
い

た
い
と
思
う
。
そ
れ
で
も
ま
だ
次
の
よ
う
な
疑
問
が
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
た
と
え
卒
歳

・
集
歳
を
と
も
に
減

一
年
の
意
と
し
て
も
、
な
ぜ

同
一
簡
書
中
に
そ
の
よ
う
な
表
記
の
相
違
が
あ
る
の
か
、
ま
た
歳
貞
、がな
ぜ
年
に
よ
っ
て
四
月
と
五
月
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題

(

却

〉

で
あ
る
。
陳
偉
氏
は
楚
暦
四
月
(
型
原
)
を
楚
の
歳
首
と
解
し
て
い
る
が
、
歳
貞
は
毎
年
の
年
度
初
め
(
裁
首
〉
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の

で
、
四
月
に
つ
い
て
は
陳
偉
設
で
説
明
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
五
月
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
月
に
歳
貞
が
行
わ
れ
た
直
前
の

三
月
に
初
め
て
疾
病
貞
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
(
六
燦
)
、
あ
る
い
は
墓
主
の
裂
病
と
い
う
突
設
的
な
事
情
に
よ
っ
て
歳
貞
が

一
ヶ
月
遅
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
歳
貞
の
規
則
性
に
比
べ
て
、
疾
病
貞
の
方
に
や
や
不
規
則
さ
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
疾
病
貞
に
は
具
瞳
的
な

- 50ー

病
肢
の
推
移
が
反
映
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
自
然
な
傾
向
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

c.
占
僻

占
僻
は
卜
盆
の
結
果
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
剣
断
の
僻
で
、

表
五
は
そ
れ
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

み
な
「
占
之
、
恒
貞
吉
・
:
以
其
故
倣
之
」
を
基
本
形
と
す
る
。
そ
れ
に
従
っ

て
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
口
で
補
つ

一
一. 
一一一一. 

二
O
の
各
候
以
外
は
、

た
。
こ
の
僅
例
か
ら
浮
上
す
る
第
一
の
問
題
は
、
卦
蓋
の
位
置
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
例
が
文
頭
に
、

の
順
序
か
ら
い
え
ば
、
貞
聞
が
行
わ
れ
た
後
、
抱
卜
も
し
く
は
盆
占
が
行
わ
れ
、
盆
占
の
場
合
は
そ
の
卦
重
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
を
占
し
て
、

一
例
が
文
末
に
あ
る
。
占
卜

長
期
的
に
は
士
口
で
あ
る
が
(
怪
貞
士
口
)
、
短
期
内
に
災
い
が
あ
る
(
少
有
憂
於
賜
身
)
云
々
の
占
断
が
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
短
期
内
の
災
レ
を
解
除

す
る
た
め
、
鬼
神
・
先
人
に
賜
一幅

・
加
護
を
請
求
す
る
(
以
其
故
鍛
之
)
。

こ
の
よ
う
な
手
順
か
ら
レ
え
ば
、

七
僚
の
よ
う
に
卦
霊
を
文
末
に
置

く
の
は
正
し
く
な
く

お
そ
ら
く
輔
需
の
さ
い
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

「
以
其
故
倣
之
」

〈
其
の
故
を
以
て
之
を
数
す
〉
の
「
敗
」
字
は

簡
文
で
は
「
禦
」
字
や

「
税
」
字
と
互
用
さ
れ
て
い

る。

そ
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占僻の事例表五

占之恒貞吉。少有憂於焼身、且志事少遅得。以其故蝕之。
占之↑亙貞吉。少外有憂、 口志事少遅得。以其故敬之。

三三占之↑亙貞吉。少有憂於焼身、且雀立遅港、 以其故蝕之。

辞占

四
五

之蝕故

'

4

ザ
向
。
勲

三
股
之
故

三
一
故
蝕
其

其
故
以

凱
以
其

。

柄
。
以
琉

有
身
。
見
之

外
焼
却
杭
敗

E
於

不

禦

故

。
、
憂
有
有
。
其

之
室
有
外
、
損
以

警
宮
且
且
脱
帽
。
。

故
奥
、
、
良
垂
蕩

其
身
事
身
肪
脱

ω~

以
um
王
弟
、
、
王

。於
於
於
日
間
親

。

己
憂
亜
憂
之
有
見
見

未
有
有
有
寅
辛
敏
一
依
市

少
少
少
少
甲
庚
有
有

士口士口士口士ロ士口士ロ士口士口

貞
貞
貞
貞
貞
貞
貞
貞

口
恒
恒
値
恒
恒
恒
恒

之
之
之
之
口
口
之
之

占
占
占
占
口
口
占
占

藷荊

六
七
八
九
勺

之敗故其以立

。

木

之

漸

。

之

叫

也

市

輿

。之

敗

故

者

之

徴

。

故

其

之

後

殻
故
之
其
。
以
。
敗
。
無

故
其
敗
以
之
。
之
故
之
繕

其
以
故
。
蝕
虚
蝕
其
鍛
於

以
。
其
組
問
故
温
故
以
故
見

。
室
以
室
。
其
-
l

其
。
其
、

身{呂
o
{

呂
繋
以
療
以
安
以
繋

um
於
也
於
無
。
有
。
窮

。有

憂
憂
憂
憂
、
癒
、
療
、
頼

。

有
有
有
有
答
難
真
理
臭
有
死

少
少
少
少
無
疾
疾
窮
疾
務
不

士ロ士山士町士山士山士山士山士民士町士山日

貞
貞
貞
貞
口
貞
貞
貞
貞
貞
貞

恒
恒
恒
笹
口
恒
怪
恒
恒
恒
恒

之
之
之
之
之
之
之
之
之
之
之

占
占
占
占
占
占
占
占
占
占
占

三
一
=
一
岩
吉
一
三
三
一
義

一三一一一一一
E

管

雲

三

口

一四
一五

ム
一一ノ、

七
八
九

O

一一

一一一

二四
二五
一 」 ー

ーーノ、

の
解
揮
を
め
ぐ
っ
て
諸
説
あ
る
が
、

彰
浩
氏
は
こ
れ

を
『
周
躍
』
春
官
の
大
覗
が
管
掌
す
る
「
六
祈
」
の
一

つ
の
「
読
」
に
比
定
し
、
憂
患
の
除
去
の
た
め
に
行
わ

(

m
山

)

れ
る
祭
-
記
の
紹
稿
と
し
て
い
る
。
李
零
氏
の
僅
例
分
類

に
よ
っ
て
そ
れ
を
言
い
換
え
る
と
、

「
倣
」
と
は
「
第

一
次
占
卜
で
占
断
さ
れ
た
憂
患
の
故
に
、
そ
れ
を
除
去

す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
る
祭
把
の
組
稽
」
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

ま
た
こ
の
占
酔
で
は
田
目
頭
に
み
な
「
占
之
恒
貞

士
口
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
事
買
上
意
味
を
な
さ
な
い
定

- 51ー

型
句
で
あ
る
。
卜
盆
に
よ
っ
て
質
際
に
占
断
さ
れ
た
内

容
は
、
そ
の
後
に
く
る
憂
患
や
崇
り
に
闘
す
る
言
辞
で

あ
り
、

そ
れ
を
解
除
す
る
た
め
に
「
之
を
散
す
」
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二

O
僚
の
よ
う
に
叩
鮮
耐
し
、

た
た
り

繁
無
し
」
と
い
う
占
断
で
あ
れ
ば
、

「
之
を
倣
す
」
る

必
要
は
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
二
了
二

0
・
二
六
の
各

僚
の
回
目
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
那
差
・
審
吉
・
(
翻
)
義
等
の
名

が
み
え
、
そ
の
貞
人
名
の
後
に
す
ぐ

「
占
之
恒
貞
吉
」

が
積
い
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
、
占
鮮
の
瞳
例
の

完
全
形
は
「
貞
人
名
+
占
之
恒
貞
吉
+
具
瞳
的
な
占
断
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内
容
+
以
其
故
倣
之
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
貞
人
名
の
な
い
も
の
は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

四

包
山
楚
筒
「
卜
箆
祭
躍
簡
」
の
樫
例
分
析
(
2〉

〈
第
二
衣
占
ト
〉

D
.
命
酔

こ
の
場
合
の
命
僻
は

第
一
次
占
僻
を
承
け
て
災
い
や
崇
り
を
解
除
す
る
方
法
(
案
〉
を
貞
人
が
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
李

零
氏
は
そ
の
瞳
例
を

×
鵡

(
明
暗
諸
問
・
器
爾
・
寮
祷
〉
×
×
(
多
種
の
紳
租
名
)
、

b
.
思
攻
解
於
×
×
(
各
種
の
鬼
怪
妖
鮮
〉

a 

×
×
(
多
種
の
祭
物
)
償
之
(
あ
る
い
は
郊
之
、
享
祭
、
郊
祭
之
、
等
々
)

と
整
理
し
、

a
を
「
洞
」
、

b
を
「
鵡
」
と
匡
分
し
、

「
洞
」
は
神
祖
を
祭
薦
・
償
享
し
、

「
一
躍
」
は
妖
群

- 52ー

そ
の
致
一
帽
賜
命
を
求
め
る
こ
と
、

〈

泊

〉

の
筈
を
解
除
す
る
こ
と
と
し
、
南
者
は
み
な
そ
れ
を
も
っ
て
病
気
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
第
二
衣
占
卜
の

命
酔
は
字
数
が
多
く
、
複
雑
な
字
形
も
多
い
の
で
、
こ
こ
で
は
表
に
は
せ
ず
、
内
容
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

a
の
「
×
薦
」
と
は
、
簡
文
に
寵
薦
・
器
橋
・
費
需
な
ど
と
し
て
み
え
る
祭
梼
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
劃
し
て
「
考
樺
」
は
以
下
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。
寵
躍
に
つ
い
て
は
「
寵
」
を
「
嗣
」
と
讃
み
、
先
人
に
劃
す
る
後
人
の
祭
杷
と
し
、
祭
杷
劃
象
を
墓
主
本
氏
の
近
組
お
よ
び

直
系
の
先
人
と
し
て
い
る
(
考
緯
∞
巴
)
。
翠
躍
に
つ
い
て
は
「
翠
」
を
「
奉
」
と
讃
み
、

『
周
躍
』
天
官
・
膳
夫
の
僚
の
鄭
注
に
よ
っ
て
供
犠

供
物
を
と
も
な
う
祭
租
と
解
し
、
祭
杷
劃
象
を
先
祖
・
父
母
・
兄
弟
お
よ
び
山
川
・
神
祇
と
し
て
い
る
(
考
緯
勾
印
)
。
実
需
に
つ
い
て
は
神
霊

の
賜
珠
し
た
加
護
に
劃
し
て
報
い
る
祭
杷
と
し
て
い
る
(
考
穣

3
0〉。

そ
の
一
例
と
し
て
、
次
に
二
五
僚
の
命
酔
を
あ
げ
、
そ
の
韓
例
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

翠
鵡
大
水
一
挙
馬
。
翠
薦
部
公
子
春
・
司
馬
子
一
音
・
察
公
子
家
各
哉
夜
、
韻
之
。
塁
薦
祉
一
雅
。

こ
の
文
を
分
類
す
る
と
、
表
六
の
よ
う
に
な
る
。
翠
薦
①
の
封
象
の
大
水
は
紳
祇
名
、
そ
の
犠
牲
は
一
犠
馬
。
盤
薦
②
の
封
象
は
左
手
部
施
の
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二五僚の祭祷の鰻例

祭蒔名 祭把の封象 犠牲 祭記法

① 大水 一犠馬
器鵡 ② 部公子春・司馬子音・察公子家

哉一猪狭 告貴
③ 社

表六

祭最E法が明記された祭軍事名・祭frB封象・犠牲供物一覧

祭鵡名i 祭 把 釣 象 1 犠牲供物 l祭記法

- I ru!~ :郁王 i談牛 :績
(郁王 ;殻牛 :鎮

四 :BB王 :餓牛・大豊 ;領
五 :文坪夜君・部公子春・司馬子音・察公子家 l飲狭 l績
七 :東陵連軍 j祈・家・酒章人(首
八 ;郁王 ;殻牛 ;鎖
11 I ~iii~ :文坪夜君・都公子春・司馬子音・察公子家 :敵狭 :鎖

11 I ;eF:iIiii i 菊観親親楚兄母王王東弟先父父無老陵 h裁措 ・鎖
蕩ワ l直牛 :鎖

一四 i 司馬 j哉牛 i鎖
一五 : 連 ;肥祈 :首祭
一六 : 後者葉子子郁提亘音 ・郁様・将髄公 ;務家・酒主人 l蕎

先老イ童・祝融・聖母熊 l雨殺 l菖祭
回目玉 j散牛 i傾

11 

王 :殻牛 :償

11 I ru~ : 陵連鷺 ' 襲初警・酒臥 l 首
二五 j 文坪夜君・】都公子春・司馬子音・察公子家 j j績
二六 ;縫無後者 : n~~1f :鎖

表七

近
租
、
そ
の
犠
牲
は
哉
夜
、
そ
の
後
に
く
る
語
は

原
簡
で
は
「
韻
」
に
作
り
、
「
考
韓
」
は
こ
れ
を

「
韻
」
と
讃
み
、
『
周
穫
』
春
官
・
大
宗
伯
に

「
以
償
食
享
先
王
」
と
あ
る
宗
廟
祭
杷
に
お
け
る

韻
食
の
嘩
を
用
例
と
し
て
奉
げ
て
い
る
(
考
樟

ω由
N
)

。
そ
の
嘗
否
は
と
も
か
く
、

さ
ら
に
同
様
の

例
を
奉
げ
る
と
、

塁
薦
勘
王
哉
牛
、

償
之
。

塁
薦
東
陵
連
憲

研
・
酒
臥
、
高
之
。

(一一一一一保)

- 53ー

翠
帯
楚
先
老
憧
・
祝
融
・

議
熊
各
雨
殺
、
富

祭。

(
一
二
傑
〉

の
ご
と
く
で
、
こ
の
二
例
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

同
一
構
文
に
お
い
て
「
富
(
郊
〉
之
」
・
「
富
(
享
)

祭
」
の
語
〈
傍
線
〉
が
「
償
之
」

〈
傍
線
〉
と
同
一

位
置
に
あ
る
酷
で
あ
る
。
そ
し
て
二
一
俊
に
「
菖

(
享
〉
祭
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

韻
・
高
・
富
は

そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
祭
記
法
を
示
す
語
と
解
さ
れ
、

「
高
祭
」
と
あ
る
の
は
そ

の
謹
左
で
あ
る
(
表
七
参
照
)
。
池
淳
氏
は
こ
の

一
五
僚
の
祭
薦
簡
に
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「
鎖
」
に
閲
し
て
「
『
餓
』

『高』

(
勾
)

『
薦
』
の
よ
う
な
供
犠
方
法
(
?
〉
を
表
す
語
」
と
疑
っ
て
い
る
が
、

「
薦
」
は
こ
の
同
一
構
文
の
中
に

は
現
れ
な
い
語
で
あ
る
。
ま
た
一
一
一
一一
僚
の
塑
躍
で
は
研

・
酒
畝
が
併
記
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
も

っ
て
「
之
を
高
す
」

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
祭
杷

法
は
供
犠
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
償

・
高

・
菖
の
祭
杷
法
に
は
そ
れ
ぞ
れ

一
定
の
相
違
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、

あ
る
い
は
犠
牲
供
物
の
遣
い
に
よ
っ
て
祭
杷
名
を
異
に
し
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

③
の
祭
悶
封
象
の
祉
は
神
紙
、

そ
の
犠
牲
は
諸
で
あ

る
。
以
上
よ
り
翠
幡
の
幽
恒
例
は
「
祭
杷
針
象
」
+
「
犠
牲
供
物
」
+
「
祭
記
法
」

る
。
こ
う
し
た
祭
肥
法
が
記
さ
れ
て
い
る
例
を
一
覧
表
に
し
た
も
の
が
表

七
で
あ

る。
(
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
が
あ
る
)
よ
り
な
る
こ
と
が
わ
か

「償

・
高

・
菖
」
の
中
で

「鎖
」
の
例
が
最
多
で
あ

り
、
そ
れ
ら
三
者
の
祭
杷
が
施
さ
れ
る
封
象
は
墓
主
の
近
組
で
あ
る
。

た
だ
し
例
外
と
し
て
楚
先
(
楚
の
先
祖
)
の
老
僅

・
議
熊
も
封
象
で
あ

る
の
は
、
墓
主
が
楚
の
王
族
の
支
族
で
あ
る
こ
と
と
関
連
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
神
祇
は
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に

「鍛

・
高

・
菖
」
の
性
格
の
一
端
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
二
・
八

・
二
三
の
各
候
で
は
祭
杷
針
象

・
犠
牲
供
物

・
祭
記
法
が
「
郡
王
」
・
「殻

牛」

・
「鎖
」
と
共
通
し
て
い
る
の
に
、
祭
記
名
が
そ
れ
ぞ
れ
寵
躍

・
饗
薦

・
翠
躍
と
異
な
っ

て
レ
る
貼
、
ま
た
五

・
八

・
二
二
の
各
候
で
は
祭

把
劃
象

・
犠
牲
供
物
・

祭
杷
法
が

そ
れ
ぞ
れ
「
文
坪
夜
君
・
部
公
子
春

・
司
馬
子
一
音
・
察
公
子
家
」

・
「
哉
袈
」

・
「
償
」
と
共
通
し
て

い
る
の

54 -

に、

祭
杷
名
が
そ
れ
ぞ
れ
寵
鵡

・
饗
鵡

・
壁
轄
と
異
な
っ
て
い
る
貼
に
注
目
す
る
と
、
三
つ
の
祭
杷
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

」
の
問
題
は
次
節
で
再
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

b
の
「
思
攻
解
於
:
:
:
」
の
「
思
」
は
、
原
簡
で
「
白
」

・
「
息
」
に
作
り
、

「
考
樟
」
で
は
こ
れ
を
「
鬼
」
と
緯
し

「
鬼
攻
」
と
は
先
租

お
よ
び
鬼
神
に
劃
す
る
祭
杷
と
し
て
レ
る
(
考
穣

8
3
0
し
か
し
李
零
氏
は
「
白
」
を
「
思
」
と
穫
し
て
願
望
を
表
す
語
気
の
語
と
解
し
、
「
攻

(
お
)

解
」
を
「
融
除
」

(
放
い
退
け
る
)
の
意
と
し
て
い
る
。

(

川

崎

)

訓
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
を
承
け
て
私
は
「
思
攻
解
於
;
:
:
」
を
「
攻
解
を
・
・
:
に
思
(
も
と
)
め
る
」
と

そ
こ
で
改
め
て
こ
の
語
棄
を
再
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
思
攻
解
と
は
第
一
次
占
卜
で
占
断
さ
れ
た
短
期
内
の
災
い
に
射
し
て
、

一「

× 

龍
」
以
外
に
な
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
封
麿
措
置
で
あ
る
。

そ
こ
で
第

一
決
占
卜
の
占
酔
と
の
封
臆
関
係
を
み
て
み
る
と
、

表
八
の
よ
う
に
な
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短期閲内の災いと思攻解の封謄関係

短期的災い 思攻解

少有菱於焼身、 且志事少遅得。 思攻解解解於人馬
七

少有患筆憂憂憂憂、済。於於於也又亘。撃安身粥号。墨身身遁奥、.{瓦窪室a外 且外又不調。 恩攻 於明4商2、且叙於亘豆島九 少有 有不訓。 官、攻於不
一七 少有 ;思、攻税解叙於錦於謂歳宮府。室。一八 少有 :思攻攻 ・冠締於南方。

疾難 :思

疾鐙 恩攻解於於於日祖盟水月奥主奥上主興不兵策1死6且e人.尾四二四 窃疾望号 :思攻解
二五 又 。 :思攻
一ーノ、不死。又翼手、 見於縫無後者奥盟主主。;命攻解解 其居而逗之、尚吉。I

表八

第二次占卜の占苦手

a b 

占之嘗吉。 期中有意
占之吉。 ，富月・夏禁爵有豪。
耶曾占之日吉。:至九月 憲 立。 凡此鋳(簡也背、既霊返。

:親父既温城。親母既城。)
一」

占之日吉。 ，雷三原歳 ・ 見王。/、

七 五生占之日吉。; 無答。特有大憲、邦智之。
)¥ 監吉占之日吉。:公 ・后土・司命・司柑・ 大水 ・二天

l子・峰山既皆域。期中有憲。
九 曹苛嘉占之日吉。l

占之日吉。;
占之日吉。:

-'ー 盤吉占之日吉。;一一/'¥

一 七 五生占之日吉。;
一 八 観棚占日吉。
一 九 五生占之日吉。;

聾陳吉占之日吉。:
乙占之日吉。;

観細占之日吉。:
二四 玉生占之日吉。;
二五 管吉占之日吉。:
一一ー--'- 義占之日吉。 j不智其州名。 (簡背)一一/、

表九

る。

こ
れ

よ
り

み
る
と
、

「思
攻

解
」
・
「
思

攻
錠

(
除
)
」
・
「
思
攻

税
」
・
「
命
攻
解
」

は
ほ
ぼ
同
義
と
み

て
よ

い
。
池
津
氏

は、

攻
解
の
「
攻
」

を

「責
め
と
が
め

- 55-

る
こ
と
」
、
「解
」

を

「解
除
」
の
意

と
し
た
上
で
、
思

攻
解
と
は

「神
霊

に
崇
り
を
解
除
す

る
よ
う
に
請
求
す

る
封
抗
儀
薩
」

と

(
お

)

解
し
て
い
る
。

し

た
が
っ

て
a
は
祭

薦
案
、

b
は
封
抗
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儀
瞳
案
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
災
い
の
原
因
を
な
す
い
わ
ゆ
る
ク
鬼
怪
妖
群
。
を
責
め
と
が
め
る
た
め
の
案
で
あ
る
か
ら
、
供
犠
供

(

町

四

)

物
は
施
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
七

・
一
七

・
二
六
の
各
僚
で
は
災
い
の
原
因
と
思
攻
解
の
封
象
が
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
(
相
互
の
下

線
部
分
)
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
人
(
大
〉
馬
・
不
姑
・
締
町
・
冠
締
・
歳
・
租
・
兵
死
・
水
上
・

奴
人

・
日
月
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が

な
ぜ
災
い
の
原
因
と
し
て
思
攻
解
の
封
象
と
さ
れ
た
の
か
、

定
か
で
な
い
。

ち
な
み
に
包
山
楚
筒
よ
り
や
や
年
代
の
下
る
睡
虎
地
秦
筒
「
日

書
」
甲
種
の
「
詰
」
篇
に
は
、
生
人
に
災
い
を
も
た
ら
す
鬼
神
精
怪
の
名
稀
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
引
き
起
こ
す
災
い
の
内
容
、
さ
ら
に
そ
れ
を

除
去
す
る
た
め
の
方
法
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
鬼
神
精
怪
の
名
稿
と
そ
の
災
い
の
内
容
が
セ
ッ
ト
で
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鬼
神
精
怪

そ
れ
ら
を
撃
退

は
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
と
邪
力
を
失
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
詰
」
篇
は
災
い
の
内
容
か
ら
鬼
神
精
怪
の
名
を
言
い
嘗
て
、

(
幻
〉

な
じ

す
る
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
表
題
の

「詰
」
は
φ

責
め
詰
る
。
の
意
で
あ
る
か
ら
、

「
詰
」
篇
と
「
攻
解
」
は
そ
の

し
か
し
第
二
次
占
卜
の
思
攻
解
に
お
い
て
、

貞
人
が
災
い
を
も
た
ら
す
鬼
神
精
怪
の
名
を
い
か
な
る
方

本
質
に
お
い
て
遁
底
す
る
で
あ
ろ
う
。

法
で
知
り
え
た
の
か
、
筒
文
で
は
不
明
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
第
二
次
占
卜
の
命
辞
で
は
、
祭
稽
案
と
封
抗
儀
櫨
案
が
示
さ
れ
る
。

た
だ
し
雨
者
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は
常
に
セ
ッ
ト
で
提
案
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

占
酔
は
命
酔
で
提
案
さ
れ
た
祭
躍
案
や
封
抗
儀
躍
案
の
嘗
否
を
占
断
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
に
し
た
も
の
が
表
九
で

一
方
だ
け
の
場
合
も
あ
る
。

E
.
占
辞

あ
る
。

韓
例
と
し
て
は

a
だ
け
で
よ
い
は
ず
で
、

(
叩
拘
)

b
は
後
の
追
書
部
分
と
み
な
さ
れ
る
。
池
津
氏
は

b
の
三

・
八
僚
を
質
際
に
行
わ
れ
た
祭
把
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

こ
の
貞
問
で
は
南
案
(
も
し
く
は
い
ず
れ
か
の
案
)
の
や
田
否
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、

五

ト
盤
祭
需
の
質
態
分
析

以
上
の
瞳
例
分
析
に
よ
っ
て
貞
人
た
ち
の
三
年
聞
に
お
け
る
活
動
を
整
理
し
て
み
る
と
、

ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

1 

前
=
二
八
年
四
月
乙
未
の
歳
貞
(
一

1
一一一候)

①
藍
士
口
は
郡
蛇
の
た
め
に
嘗
年
四
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
期
聞
の
歳
貞
を
貞
問
し
、

長
期
的
に
は
吉
で
あ
る
が
(
こ
の
部
分
は
み
な
同
様
な



短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
た
。
そ
れ
を
解
除
す
る
思
攻
解
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
士
口
」
だ
っ
た
。

②
次
に
石
被
裳
が
貞
間
し
、
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
た
。
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
講
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ

た
。
③
最
後
に
廊
舎
が
貞
問
し
、
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
た
。
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
講
を
提
案
し
、
ま
た
石
被
裳
の
提
案
を
幕
(
「
幕
」

に
つ
い
て
は
後
文
で
検
討
)
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。

の
で
、
以
下
略
す
)
、

前
=
二
七
年
三
月
美
卯
の
疾
病
貞
(
六
保
〉

苛
光
は
嘗
年
三
月
笑
卯
の
目
、
初
め
て
部
蛇
の
病
因
を
貞
問
し
、
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
一
腐
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ

2 
った。3 

同
年
五
月
乙
丑
の
歳
貞
(
七

t
九
傑
〉

①
五
生
は
嘗
年
五
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
の
期
聞
の
歳
貞
を
貞
閉
し
た
。
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
た
。
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
躍
と
思

貞
問
し
、

そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。
②
次
に
監
士
ロ
が

(

鈎

)

そ
れ
を
解
除
す
る
た
め
「
放
の
締
を
迭
し
」
、
祭
躍
を
提
案
し
、
癖
舎
と
石
被
裳
の
提
案
を
透

し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。
③
最
後
に
苛
嘉
が
貞
問
し
、
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
た
。
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
薦
と

思
攻
解
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。

ま
た
癖
禽
の
提
案
を
逢
〈
「
透
」
に
つ
い
て
は
後
文
で
検
討
〉
し
た
。
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攻
解
を
提
案
し
、

短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
た
。

前
コ
ご
七
年
十
一
月
己
酉
の
疾
病
貞
(
一

0
1
一
三
篠
〉

①
替
士
口
は
嘗
年
十
一
月
己
酉
の
日
(
上
記
の
歳
貞
の
学
年
後
)
、
部
蛇
の
病
因
を
貞
問
し
、
病
朕
の
好
轄
と
崇
り
の
所
在
を
占
断
し
、
そ
れ
を
解

除
す
る
祭
薦
を
提
案
し
た
。
(
第
二
女
占
辞
を
飲
く
〉
。
②
衣
に
苛
光
が
病
因
を
貞
問
し
、
病
肢
は
好
轄
し
病
は
徐
々
に
癒
え
る
と
占
断
し
た
。

(
第
二
次
占
卜
を
飲
く
〉
。
③
衣
に
荊
差
が
病
因
を
貞
問
し
、
崇
り
の
所
在
を
占
断
し
、
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
需
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占

(
川
叫
〉

す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。
④
(
紀
時
を
飲
く
〉
。
最
後
に
屈
宜
が
習
し
、
崇
り
の
あ
る
こ
と
を
占
断
し
た
。
期
差
の
提
案
を
車
惜
し
、
そ
の
嘗
否
を

占
す
る
と
「
士
ロ
」
だ
っ
た
。

4 
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5 

前
=
二
六
年
四
月
己
卯
の
歳
貞
三
六
J
二
O
傑〉

①
監
士
口は
嘗
年
四
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
の
期
聞
の
歳
貞
を
貞
問
し
、
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
た
。
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
躍
を
提
案

し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。
②
次
に
陳
乙
が
貞
問
し
、
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
、

そ
れ
を
解
除
す
る
祭
薦
と
思
攻

解
を
提
案
し
た
。

五
生
が
そ
の
蛍
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。
③
衣
に
親
細
が
貞
問
し
、
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
、
そ
れ
を
解
除

す
る
思
攻
解
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
士
口
」
だ
っ
た
。
④
次
に
五
生
が
貞
問
し
、
短
期
内
に
憂
患
あ
り
と
占
断
し
、
そ
れ
を
解

除
す
る
祭
鵡
を
提
案
し
た
。
そ
の
蛍
否
を
占
す
る
と
「
士
口
」
だ
っ
た
。
⑤
最
後
に
響
士
口
が
貞
問
し
、

無
い
」
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
祭
樟
も
思
攻
解
も
提
案
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
占
す
る
と
「
吉
、
災
い
も
崇
り
も

前
コ
二
六
年
四
月
己
卯
の
疾
病
貞
つ
二

J
二
五
燦
)

①
監
吉
は
同
日
に
郡
蛇
の
病
因
を
貞
問
し
、
恢
復
は
困
難
と
占
断
し
、
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
鵡
と
思
攻
解
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す

る
と

「土日」

だ
っ
た
。
②
次
に
陳
乙
が
貞
間
し
、
病
肢
は
悪
化
す
る
が
徐
々
に
癒
え
る
と
占
断
し
、
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
躍
と
思
攻
解
を
提
案

6 
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れ
を
解
除
す
る
た
め
監
吉
の
提
案
を
鼠
惜
し
、

し、

か
つ
監
吉
の
提
案
を
幕
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。
③
衣
に
翻
棚
が
貞
問
し
、
病
は
徐
々
に
癒
え
る
と
占
断
し
、
そ

か
つ
別
の
祭
躍
を
提
案
し
た
。

そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。
④
次
に
五
生
が
貞
閉

そ
れ
を
解
除
す
る
祭
時
と
思
攻
解
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
士
口
」
だ
っ
た
。
⑤
最
後
に
響
士
口
が

貞
問
し、

病
状
の
悪
化
を
占
断
し
、
そ
れ
を
解
除
す
る
祭
薦
と
思
攻
解
を
提
案
し
た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
吉
」
だ
っ
た
。

し、

病
朕
の
悪
化
を
占
断
し
、

前
一
三
六
年
五
月
己
亥
の
疾
病
貞
つ
一
六
篠
〉

翻
義
は
同
年
翌
月
の
五
月
己
亥
の
日
、
部
蛇
の
病
因
を
貞
問
し
、

(
H
U
〉

た
。
そ
の
嘗
否
を
占
す
る
と
「
士
ロ
」
だ
っ
た
。

7 

不
死
お
よ
び
崇
り
の
所
在
を
占
断
し
、

そ
れ
を
解
除
す
る
祭
需
を
提
案
し

以
上
の
歳
貞
・
疾
病
貞
に
お
い
て
、

と
く
に
注
目
さ
れ
る
手
績
き
は
、
第
二
次
占
卜
の
命
辞
に
み
え
る
「
塗
×
×
之
税
」
と
「
幕
×
×
之

「
考
穣
」
は
「
透
」
の
異
瞳
字
と
し
て
い
る
(
考
穣

ω
∞印)
。
後
者
の
「
幕
」
を

懲
罰
」
で
あ
る
。
前
者
の
「
逢
」
は
原
簡
で
は
「
蓬
」
に
作
り
、



貞
閲
さ
れ
た
貞
人
の
祝
を
援
用
し
て
、
同
一
組
先
と
神
霊
を
祭
薦
し
、

「
透
税
」
の
「
税
」
を

そ
の
内
容
を
「
某
次
に
貞
問
す
る
と
き
、
以
前
に

加
護
を
祈
求
す
る
こ
と
」
、
ま
た
「
幕
繁
」
に
つ

い
て
は
こ
れ
を

「翠

(

M

M

)

 

祝
」
と
誼
み
、
奉
祝
は
「
透
説
」
と
違
っ
て
一
部
だ
け
が
劃
躍
す
る
祭
杷
劃
象
を
同
じ
く
す
る
も
の
、
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
字
穫
は
と

「
ト
霊
祭
薦
簡
」
全
瞳
の
中
で
「
透
税
」
や
「
幕
懲
罰
」
の
手
積
き
の
過
程
を
検
謹
し
て
ゆ
く

『
周
櫨
』
春
官
・
大
祝
の
管
掌
で
あ
る
六
祈
(
六
種
の
祭
紀
)
の
中
の
「
祝
」
に
比
定
し
、

「
考
穣
」
は
「
幕
」
の
異
瞳
字
と
し
、

「
奉
」
の
遁
骸
字
と
し
て
い
る
(
考
穆

8
8。
こ
れ
を
承
け
て
彰
浩
氏
は

も
あ
れ
、
そ
の
解
揮
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
り
、

と
、
新
た
な
局
面
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
逢
税
」
に
つ
い
て
は
、

3
①

(
3
は
上
記
1
1
7
の
3
、
①
は
3
の
中
の
①
の
内
容
を
指
し
、
以
下
も
同
じ
)
で
五
生
は
廊
舎
の
税
を
透
し

て
い
る
が
(

a

)

、
そ
れ
は
1
③
の
脇
禽
の
提
案
(

b

)

を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

雨
者
を
封
鷹
さ
せ
て
並
記
す
れ
ば
衣
の
よ
う
に
な
る
(
以
下

同
じ
〉
。a

逢
騨
舎
之
説
、
妻
薦
東
陵
蓮
嵩
研
家
・
酒
弘
、
高
之
。

b

狽
薦
東
陵
連
憲
肥
研
・
酒
臥
。
(
三
篠
〉

ま
た

3
②
で
監
吉
は
廊
曾
の
税
を
透
し
て
い
る
が
(

C

)

、
そ
れ
は
同
じ
1
③
の
廊
舎
の
提
案
(
d〉
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

C

透
廊
禽
之
説
、
寮
薦
宮
后
土
一
投
。
(
八
篠
)

狽
薦
於
宮
地
主
一
類
。
〈
三
傑
〉

(
七
傑
〉
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d 

ま
た
同
じ
く
3
②
で
直
吉
は
石
被
裳
の
税
を
透
し
て
い
る
が
(
e
〉
、
そ
れ
は
1
②
の
石
被
裳
の
提
案
(

f

)

、
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

e
透
石
被
裳
之
説
、
至
秋
三
月
、
寮
一
層
部
王
哉
牛
、
償
之
。
寮
薦
文
坪
夜
君
・
部
公
子
春
・
司
馬
子
音
・
察
公
子
家
各
哉
袈
、
償
之
。
饗

稽
親
母
哉
雅
、
韓
関
之
。

f 

(
八
篠
)寵

蒔
於
部
王
哉
牛
、
償
之
。
調
龍
一
障
文
坪
夜
君
・
都
公
子
春
・
司
馬
子
一
Z

日
・
奈
公
子
家
各
哉
狭
・
酒
畝
。

665 

語
講
於
夫
人
哉
藷
。

(
二
一
篠
〉



666 

次
に

「幕
繁
」
に
つ
い
て
は
、

の
で
あ
る
。

-
③
で
廊
舎
は
石
被
裳
の
禁
を
幕
し
て
い
る
が
(

g

)

、
そ
れ
は
1
②
の
石
被
裳
の
提
案
(
h
〉
を
援
用
し
た
も

g
幕
石
被
裳
之
祭
、

諸

・
酒剖臥。

詔
龍
於
部
王
哉
牛
、

鎖
之
。

寵
鵡
於
文
坪
夜
君

・
部
公
子
春

・
司
馬
子
一
音

・
察
公
子
家
各
哉
窒

・
酒
弘、

夫
人
哉

(
三
僚
〉

h 

寵
躍
於
部
王
哉
牛
、
績
之
。
寵
稿
文
坪
夜
君

・
部
公
子
春

・
司
馬
子
一耳目

・
奈
公
子
家
各
哉
袈

・
酒
臥
。
寵
躍
於
夫
人

哉
諸
。

(
二
篠
〉

ま
た

6
②
で
陳
乙
は
監
吉
の
繁
を
幕
し
て
い
る
が
(

1

〉
、

そ
れ
は

6
①
の
監
吉
の
提
案
(
:
J
〉を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
前
者
で
は

「
菖
祭
」
の
前
の

「墨
薦
J
各
雨
殻
」
の
文
が
略
さ
れ
て
い
る
。

i
幕
監
士
口
之
祭
、
富
祭
。

(
二
二
一傑〉

器
鵡
楚
先
老
偉

・
祝
融

・
驚
熊
各
商
殺
、
菖
祭
。

(
一
二
篠
〉
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ま
た

6
③
で
硯
細
は
監
士
ロ
の
禦
を
詳
し
て
い
る
が
(
k
〉
、
そ
れ
は

6
①
の
監
士
口
の
提
案
(
l

)

を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
二
三
篠
)

(
一
二
篠
〉

k
幕
直
吉
之
祭
、
壁
鵡
献
一
膚
、
后
土

・
司
命
各
一
鮮
。

器
購

A
一一刻
、
后
土

・
司
命
各
一
鮮
。

」
れ
ら
の
関
係
を
み
れ
ば
、
字
句
の
異
聞
は
若
干
あ
る
も
の
の

「透
脱
」
に
せ
よ
「
幕
懲
罰
」
に
せ
よ
先
に
提
示
さ
れ
た
祭
躍
案
が
ほ
と
ん

ど
そ
の
ま
ま
援
用
さ
れ
て
い
る
事
賓
が
知
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は

「幕
禦
」
と
の
聞
に
本
質
的
な
相
違
は
な
い

の
で
あ
る
。

し
か
し
雨
者
に
は

基
本
的
な
相
違
貼
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
封
臆
関
係
を
み
ら
れ
た
い
。

下
段
は
も
と
の
提
案
、
上
段
は
そ
の
援
用
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈透
税
の
場
合
〉

3 
② 

同
右

↑
1
③
(
前
一
一
一一

八
年
四
月
乙
未
の
歳
貞
〉

↑
1
③
 

同
右

3
①
(
前
三

一
七
年
五
月
乙
丑
の
歳
貞
〉



3 
② 

同
右

↑
l
②
 

同
右

〈
幕
禦
の
場
合
〉

1
③
(
前
コ
二
八
年
四
月
乙
未
の
歳
貞
〉

6
②
(
前
一
一
一
一
六
年
四
月
己
卯
の
疾
病
貞
〉
↑
6
①

6 
③ 

同
右

↑
1
②
 

向
上

向
上

↑
6
①
 

同
右

こ
れ
よ
り
、
第
一
に
、
歳
貞
の
場
合
は
歳
貞
か
ら
疾
病
貞
の
場
合
は
疾
病
貞
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
逢
税
」
や
「
幕
懲
罰
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
歳
貞
と
疾
病
貞
が
別
個
の
瞳
系
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
嘗
然
で
は
あ
る
。
第
二
に
、
「
透
税
」
で
は
前
年
に
行
わ
れ
た
祭
薦
案
を

「
逢
」
し
て
い
る
の
に
劃
し
、
「
幕
懲
罰
」
で
は
同
年
同
月
同
日
に
お
い
て
行
わ
れ
た
禦
を
「
幕
」
し
て
い
る
。
雨
者
の
基
本
的
相
違
は
ま
さ
に

こ
の
黙
に
あ
り
、
先
に
提
示
さ
れ
た
祭
薦
案
の
全
部
か
、
も
し
く
は
一
部
か
、

「
蓬
税
」
・
「
幕
懲
罰
」
の
封
鷹
関
係
を
祭
一
層
名
の
観
貼
か
ら
見
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〈
透
説
の
場
合
〉

3
①
「
饗
薦
:
:
:
」

3
②
「
奏
薦
:
::」

3
②
「
饗
鵡
:
:
:
」

〈
幕
纂
の
場
合
〉

1
③
「
寵
薦
:
:
:
」

6
②
「
{
塁
龍
一
・
:
:
富
祭
」

6
③
「
翠
薦
:
:
:
」

667 

み
ら
れ
る
よ
う
に
、

と
い
う
援
用
の
範
固
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
第
三
に
、
右
の
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↑
1
③
「
狽
躍
:
:
:
」

↑
1
③
「
狽
薦
:
:
:
」

↑
1
①
「
寵
薦
:
::」

↑
1
②
「
寵
薦
:
:
:」

↑
6
①
「
翠
薦
:
:
:
富
祭
」

↑
6
①
「
翠
薦
:
:
:
I
」

「
透
懲
罰
」
の
場
合
、
-
③
で
廊
舎
が
提
案
し
た
「
狽
薦
:
:
:
」
は
、

3
①
で
五
生
が
こ
れ
を
「
蓬
」
す
る
と
、

狽
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龍
」
は
「
饗
薦
」
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
換
え
は
、
以
下
の
1
③
の
狽
龍
と
3
②
の
葵
薦
、

-
②
の
寵
躍
と
3
②
の
要

(
円
相
〉

「
幕
繁
」
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
表
記
の
相
違
は
み
ら
れ
な
い
。
我
々
は
「
透
税
」

躍
に
お
い
て
も
同
様
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
他
方
、

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
祭
鵡
名
の
書
き
換
え
と
い
う
現
象
に
注
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
祭
樟
名
と
祭
把
封
象
・
犠
牲
供
物
の
閲
係
を
表
七
か
ら
数
例
列
奉
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
〈
部
王
の
場
合
〉

部
王
/
寵
鰭
/
哉
牛
(
二
篠
〉

部
王
/
饗
鵡
/
哉
牛
(
入
篠
)

部
王
/
翠
薦
/
哉
牛
(
二
三
篠
〉

②
〈
東
陵
連
震
の
場
合
〉

- 62ー

東
陵
連
軍
/
饗
橋
/
研

・
家

・
沼
臥
/
(
七
篠
〉

東
陵
連
嵩
/
翠
鵡
/
研

・
酒
臥
/
(
二
三
傑
〉

③
〈
文
坪
夜
君
J
察
公
子
家
の
場
合
〉

文
坪
夜
君

・
部
公
子
春
・
司
馬
子
一
耳
目

・
察
公
子
家
/
寵
鵡
/
哉
荻
(
五
篠
〉

文
坪
夜
君

・
部
公
子
春

・
司
馬
子
音

・
察
公
子
家
/
葵
薦
/
哉
袈
(
入
篠
〉

文
坪
夜
君

・
部
公
子
春
・
司
馬
子
一
音

・
奈
公
子
家
/
翠
龍
/
哉
袈
(
二
二
篠〉

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
①
②
③
は
祭
租
劃
象
も
犠
牲
供
物
も
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
の
に
、

祭
薦
名
が
し
ば
し
ば
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
寵

鵡
・
饗
薦

・
盟
薦
の
三
者
の
聞
に
本
質
的
な
相
違
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象
が
み
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
か
。

そ
こ
で
各
篠
に
現
れ
た
祭
蕗
名
を
列
翠
す
る
と
、

表
十
の
よ
う
に
な
る
。

「狽
」
と
「
塁
」
が
同
じ
と
解
す
れ
ば
(
考
穣
勾
印
)

祭
薦
名
で
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表十

は
「
翠
薦
」
が
最
多
で
あ
り
、
各
祭
薦
名
は
そ
れ
ぞ
れ
相

前
後
し
て
績
い
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
ま
た
三
僚

と
七
僚
で
は
一
人
の
貞
人
の
命
辞
に
異
な
る
祭
薦
名
が
み

え
る
が
、
そ
れ
は
先
に
検
討
し
た
逮
税
や
幕
禦
と
関
連
す

る
。
す
な
わ
ち
三
僚
で
は
臨
曾
自
身
の
祭
躍
案
を
「
狽

(
塁
〉
稽
」
と
稽
し
、
彼
が
先
の
石
被
裳
の
祭
薦
案
を
幕

禦
す
る
さ
い
そ
れ
を

「寵
薦
」
と
稽
し
て
い
る
。
も
と
の

石
被
裳
の
祭
龍
案
は
二
篠
で
「
謹
一
隔
」
と
稽
さ
れ
て
い
る
の
で
、
三
篠
で
臨
舎
が
そ
れ
を
幕
禦
す
る
さ
い
に
そ
の
ま
ま
「
語
講
」
と
稽
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
八
僚
で
監
吉
が
こ
の
石
被
裳
の
禦
を
透
す
る
さ
い
に
、
そ
れ
を
「
寮
薦
」
と
稽
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
の
祭
薦
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名
の
襲
化
は
他
の
箇
所
で
も
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
先
の
三
僚
に
お
け
る
廊
舎
の
「
狽
(
墨
〉
薦
」
は
、
七
僚
に
お
い
て
五
生
が
、
八
僚
に
お
い

て
藍
士
ロが
、
と
も
に
そ
れ
を
逢
税
す
る
さ
い
に
「
饗
薦
」
と
稽
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、

表
四
の
「
命
鮮
の
事
例
」
に
示
し
た
構
文

上
の
差
異
に
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一

J
三
僚
と
七
篠
以
後
の
歳
貞
の
命
辞
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
的
に
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ

る
が
、
雨
者
の
聞
に
構
文
上
の
相
違
が
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
一
僚
の
命
僻
を
、

「
①
自
型
原
之
月
以
庚
型
原
之
月
、
②
出
入
事

王
、
③
童
卒
歳
、
④
屈
身
命
母
有
径
」
と
区
分
し
た
場
合
、
こ
れ
と
劉
磨
さ
せ
た
七
僚
の
命
僻
の
匡
分
は
、
「
②
出
入
侍
王
、
①
自
夏
原
之
月

以
庚
集
歳
之
夏
原
之
月
、
③
量
集
歳
、
④
弼
身
向
母
叉
有
答
」
と
な
り
、
①
と
②
が
逆
轄
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
違
は
浦
一
年
を
示
す
卒
歳

と
集
歳
の
用
語
に
も
反
映
さ
れ
、
す
な
わ
ち
一

J
三
僚
は
「
卒
歳
」
、
七
篠
以
後
は
「
集
歳
」
に
裁
然
と
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
貞
人
た
ち
に
よ
る
卜
箆
祭
一
層
の
本
来
の
記
録
を
轄
記
し
て
副
葬
用
の
「
ト
霊
祭
薦
筒
」
を
作
成
す
る
さ
い
、

そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
書
き
手
が
複
数
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
監
吉
の
事
例
が
よ
く
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
は

一
候

で
歳
貞
に
参
加
し
、
そ
の
後
八
僚
と

二
ハ
僚
の
歳
貞
に
も
参
加
し
、
最
後
に
二
一
僚
の
疾
病
貞
に
も
参
加
し
て
い
る
(
表
三
・
表
回
参
照
)
。

669 
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し
か
し
そ
の
命
僻
構
文
や
満
一
年
を
指
す
語
実
は
、

で
は
な
く
、

一
僚
と
八
篠
・
二
ハ
篠
の
聞
で
裁
然
と
分
か
れ
て
い

る。

そ
れ
は
藍
吉
自
身
に
よ
る
も
の

お
そ
ら
く
彼
の
記
録
を
肺
特
記
し
た
書
き
手
に
よ
る
書
き
換
え
と
み
な
さ
れ
る
。

つ
ま
り
事
情
は
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

(

似

〉

一
、If
-
-

一
候
ま
で
は
貞
人
た
ち
の
記
録
が
比
較
的
忠
寅
に
鮪
特
記
さ
れ
て
い
た
が
、
七
篠
以

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
命
僻
の
書
式
も
幾
化
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
推
定
し
た
よ
う
に
、
三
僚
で
廊
舎
が

石
被
裳
の
祭
鵡
案
を
幕
禦
し
て
そ
れ
を
「
謹
一鴎
」
と
稿
し
、

降
あ
た
り
か
ら
書
き
手
が
替
わ
り
.

石
被
裳
が
提
案
し
た
も
と
の
祭
薦
名
が

二
僚
に
お
い
て
「
寵
穣
」
と
稽
さ
れ
て
い

(

必

)

や
は
り
石
被
裳
の
祭
薦
名
が
も
と
も
と

「寵
鵡
」
と
稽
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
寵
祷
・
饗
薦

・
壁
躍
は
、
左

手
部
蛇
の
歳
貞

・
疾
病
貞
に
参
加
し
た
貞
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
集
圏
内
で
使
用
し
て
い
る
祭
薦
名
と
解
さ
れ
、

一
方
、
表
十
を
み
て
み
る
と
、

る
の
は
、

そ
れ
ゆ
え
こ
の
三
つ

の
祭
薦
名
の
あ
い
だ
に
は
本
質
的
な
相
濯
が
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。

一
二
篠
以
降
は
祭
薦
名
が
「
塁
薦
」
に

統
一
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
一

O
篠
以
前
に
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
よ
り

一
O
篠
以
前
で
は
も
と
の
祭
晴
名
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
轄
寓
さ
れ

(

必

)

一
一
一
候
以
後
新
た
な
書
き
手
に
よ
っ
て
す
べ
て

「翠
龍
」
に
統
一
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

て
い
た
が
、
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む

す

び

歳
貞
に
劃
し
て
、
疾
病
貞
は
病
気
設
生
の
結
果
行
わ
れ
る
臨
時
的
な
措
置
で
あ
る
。

戦
圏
中
期
の
楚
で
は
、
有
力
者
が
毎
年
貞
人
た
ち
を
招
い
て
、
向
こ
う
一
年
聞
の
無
病
息
災
を
占
う
歳
貞
を
行
わ
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

し
た
が
っ
て
墓
主
が
戦
死
や
不
慮
の
事
故
な
ど
で
死
亡
し

た
場
合
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

歳
貞
に
せ
よ
疾
病
貞
に
せ
よ
、

そ
れ
ら
の
記
録
を
編
纂
し
て
死
後
に
副
葬
す
る
と
い
う
習
俗

は
、
楚
文
化
の
中
で
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
ト
霊
祭
薦
簡
」
を
出
土
し
た
天
星
観
一
一
抗
墓
、
望
山
一
競

墓
、
包
山
二
蹴
墓
の
下
葬
年
代
は
戦
圏
中
期
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
邦
君
・
大
夫
級
の
墓
葬
で
あ
り
、
墓
主
の
世
代
も
相
互
に
重
な
る
ほ
ど
接
近

し
て
い

る
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
年
代
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

小
型
墓
で
あ
る
秦
家
嚇
三
時
制
墓
か
ら
も
「
ト
霊
祭
薦
筒
」
が
出
土

し
た
。
こ
の

こ
と
は
「
卜
霊
祭
薦
簡
」
を
副
葬
す
る
楚
の
支
配
屠
の
習
俗
が
、
や
が
て
康
範
な
社
舎
屠
に
ま
で
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
を
一
万
陵



す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
秦
家
鳴
三
競
墓
と
ほ
ぼ
同
時
期
と
推
定
さ
れ
る
戦
園
晩
期
早
段
の
小
型
楚
墓
か
ら
、
最
古
の
「
白
書
」
が
登

場
す
る
。
そ
れ
が
一
九
八
一

1
八
九
年
に
湖
北
省
江
陵
九
庖
東
周
墓
地
の
五
六
競
墓
か
ら
出
土
し
た
「
日
書
」
で
あ
る
。
墓
主
は
「
庶
人
」
と

(

釘

)

み
ら
れ
る
。
こ
の
「
白
書
」
は
睡
虎
地
秦
筒
「
日
書
」
と
内
容
的
に
種
々
の
共
通
貼
が
認
め
ら
れ
、
「
卜
霊
祭
薦
簡
」
か
ら
「
日
書
」
へ
の
副

(
川
崎
〉

葬
の
轄
換
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
資
料
で
あ
る
。
ま
た
下
葬
年
代
が
具
瞳
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
包
山
二
競
墓
の
墓
主
と
同
年
代
の
諸
園

王一

O
年
(
同
九
年
)
、
燕
王
噌
五
年
(
同
四
年
〉
、

の
君
主
と
そ
の
年
代
を
列
奉
す
る
と
、
楚
懐
王
二
二
年
、
秦
恵
文
王
更
元
九
年
、
細
腕
哀
玉
三
年
、
韓
宣
恵
王
一
七
年
(
裏
表
玉
三
年
〉
、
越
武
霊

(

ω

)

 

田
斉
漕
王
八
年
(
潜
宣
王
四
年
)
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
戦
圏
諸
圏
が
相

か
、
こ
れ
も
併
せ
て
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

前
後
し
て
王
競
を
稿
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
レ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
情
勢
が
「
卜
盆
祭
鵡
簡
」
の
中
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の

(
一
九
九
九
年
十
一
月
三
日
〉
を
骨
子
と
す
る
。
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〔
附
記
〕
小
論
は
東
洋
史
研
究
舎
の
報
告
「
楚
簡
に
お
け
る
卜
箆
祭
薦
簡
の
構
造
と
復
元
」

そ
れ
を
昨
年
夏
に
「
武
漢
大
事
中
園
俸
統
文
化
研
究
中
心
」
兼
職
数
授
と
し
て
滞
在
し
た
武
漢
大
事
で
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
貴
重
な

ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
た
陳
偉
教
授
に
感
謝
を
申
し
上
る
。
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註(

1

)

工
藤
元
男

『陸
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
園
家
と
駐
舎
』

祉
、
一
九
九
八
年
)
。

(
2
〉
小
論
で
は
歴
史
史
料
と
し
て
は
ク
史
料
。
、
簡
膿
・
吊
書
な
ど
の
マ

テ
リ
ア
ル
な
も
の
に
つ
い
て
は
。
資
料
。
と
表
記
す
る
。
た
だ
し
同
一

の
も
の
で
あ
っ
て
も
前
者
を
強
調
す
る
と
き
は
。
史
料
ヘ
後
者
を
強

調
す
る
と
き
は
。
資
料
。
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
る
。

(

3

)

湖
北
省
荊
沙
銭
路
考
古
除
『
包
山
楚
墓
』
〈
文
物
出
版
社
、

(
創
文

一
九
九

一
年
)
、
同
『
包
山
楚
筒
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
〉
。
包
山
楚

衡
を
本
邦
で
-
初
め
て
検
討
し
た
の
は
、
池
田
雄
一
「
戟
園
楚
の
法
制
|

包
山
楚
簡
の
出
土
に
よ
せ
て
|
」
(
『
紀
要
』
史
拳
科
第
三
八
鋭
、
一

九
九
三
年
〉
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
の
書
評
「
池
田
雄
一
「
戦

園
楚
の
法
制
|
包
山
楚
衡
の
出
土
に
よ
せ
て
|
」
」
(
『
紀
要
史
朗
学
科
』

三
八
、
中
央
大
皐
文
拳
部
)
(
『
法
制
史
研
究
』
四
四
、
創
文
社
、
一

九
九
五
年
〉
が
あ
る
。
ま
た
前
引
『
包
山
楚
筒
』
に
つ
い
て
は
、
藤
田
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勝
久
氏
の
書
評
「
情
報
豊
か
な
戟
園
楚
の
新
資
料
」

九
二
年
十
二
月
貌
)
が
あ
る
。

(
4
〉
湖
北
省
文
化
局
文
物
工
作
隊
「
湖
北
江
陵
三
座
楚
墓
出
土
大
批
重
要

文
物
」
(
『
文
物
』
一
九
六
六
年
第
五
期
〉
、
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所

『
江
陵
沙
家
楚
墓
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
九
六
年
)
。

(
5
〉
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所

・
北
京
大
夢
中
文
系
編

『笠
山
楚
簡
』

(
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
)
。

(

6

)

括
弧
内
の
数
字
は
熊
縛
か
ら
数
え
た
場
合
の
慾
王
の
在
位
順
。
以

下
、
同
じ
。
な
お

『
史
記
』
各

一
五

・
六
図
年
表
に
よ
れ
ば
戦
闘
楚
玉

の
即
位
順
は
、
倒
恵
玉
、
帥
簡
玉
、
的
整
玉
、
倒
悼
王
、
帥
粛
玉
、
倒

宣
玉
、
伺
威
玉
、
帥
懐
王
、
制
頃
裏
玉
、
同
考
烈
王
、
倒
幽
王
、
帥
友

玉
、
帥
負
第、

と
な
る
。

(
7
〉
陳
振
裕

「
望
山
一
一
抗
墓
的
年
代
輿
墓
主
」
(
中
園
考
古
皐
舎
編
輯

『
中
園
考
古
閑
宇
曾
第
一
次
年
舎
論
文
集
』
所
枚
、
文
物
出
版
社
、
一
九

七
九
年
)
。

(

8

)

湖
北
省
荊
州
地
区
博
物
館

「
江
陵
天
星
観
1
鋭
楚
墓
」
(『
考
古
皐

報』

一
九
八
二
年
第

一期)。

(
9
〉
陳
振
裕
前
掲

「
望
山
一
放
基
的
年
代
興
基
主
」
。

(叩
〉
湖
北
省
荊
州
地
区
博
物
館
前
掲
「
江
陵
天
星
槻
1
駒
山
楚
墓
」
。

(
日
)

荊
沙
鍛
路
考
古
隊
「
江
陵
秦
家
鴨
楚
墓
愛
掘
筒
報
」
(
『
江
漢
考
古
』

一
九
八
八
年
第
二
期
)
。

(
ロ
)
夜
据
簡
報
に
よ
っ
て
竹
衡
を
数
え
る
単
位
の
名
務
が
異
な
り
、
整
簡

と
残
簡
の
聞
で
も
呼
稽
を
異
に
す
る
が
、
全
部
の
湾
同
県
が
公
表
さ
れ
て

い
な
い
も
の
は
状
況
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
間
十
位
の
名
稽
は
昭
氏
掘
餅
報

の
表
現
に
従
っ
て
い
る
。

(
『
東
方
』
一
九

(
日
)
賀
錫
全
編
著
『
湖
北
出
土
荷
周
文
字
輯
詮
』
(
武
漢
大
拳
出
版
社
、

一
九
九
二
年
〉
図
版
萱
淡
玖
、
二
八
六
頁
、
勝
壬
生
『
楚
系
筒
鳥
文
字

編
』
(
湖
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
一
一
七
一

J
一
一
七
五
頁

に
、
そ
の
篤
員
の

一
部
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

(
日
比
)
湖
北
省
荊
沙
鍛
路
考
古
隊
前
掲

『包
山
楚
墓
』
。
以
下
、
本
文
で
報

告
書
と
言
う
場
合
は
同
書
を
指
す
。

(日〉

工
藤
元
男
「
筒
鳥
資
料
か
ら
見
た
楚
文
化
圏
の
鬼
紳
信
仰
」

(
『日

中
文
化
研
究
』
一

O
、
勉
誠
位
、
一
九
九
六
年
)
。

(
日
)
池
津
優
「
祭
ら
れ
る
紳
と
祭
ら
れ
ぬ
紳
|
戟
園
時
代
の
楚
の

「卜
笈

祭
鵡
記
録
」
竹
簡
に
見
る
盤
的
存
在
の
構
造
に
関
す
る
究
室
回
1
1
」
(『中

園
出
土
資
料
研
究
』
創
刊
説
、
一
九
九
七
年
)
。

(
げ
〉
『
包
山
笈
基
』
二
七
四

l
二
七
五
頁。

(
叩
日
)
彰
浩
「
包
山
二
披
楚
墓
卜
笈
和
祭
鰭
竹
筒
的
初
歩
研
究
」
(
前
掲

『
包
山
楚
墓
上
加
』
所
牧
〉
。

(
叩
日
)
李
零

「
包
山
楚
簡
研
究
(
占
卜
類
)
」

(
『
中
園
典
籍
輿
文
化
論
叢
』

第
二
瞬
、
中
華
書
局
、

一
九
九
三
年
)
。

〈
却
〉
陳
偉
『
包
山
楚
簡
初
探
』
(
武
漢
大
間
学
出
版
社
、
一
九
九
六
年
)
四

頁
。
な
お
、
陳
偉
氏
の
首
該
警
に
針
し
て
は
、
藤
田
勝
久
氏
の
書
評

「
包
山
楚
簡
研
究
の
新
段
階
l
陳
偉
者
『
包
山
楚
簡
初
探
』

l
」
(『中

園
出
土
資
料
研
究
』
第
二
鋭
、
一
九
九
八
年
)
が
あ
る
。

(
幻
〉
彰
浩
前
掲

「
包
山
二
鋭
楚
墓
卜
笈
和
祭
諸
問
竹
筒
的
初
歩
研
究
」
。

(
幻
)
包
山
楚
簡
に
み
え
る
『
易
』
に
つ
い
て
は
、
許
道
勝
「
包
山
二
競
楚

墓
竹
筒
卦
査
初
探
」
(
楚
文
化
研
究
舎
『
楚
文
化
研
究
論
集
』
第
四
集

所
枚
、
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
、
近
藤
浩
之

「
包
山
楚
簡

卜
笈
祭
諸
問
記
録
輿
郭
庖
楚
衡
中
間
《
易
》
」
ハ
武
漢
大
泉
中
図
文
化
研

- 66ー
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究
院
編
『
《
人
文
論
叢
》
特
集
郭
庖
楚
簡
園
際
息
一
'
術
検
討
舎
論
文
集
』

所
枚
、
湖
北
人
民
出
版
社
、
二

O
O
O年
)
を
参
照
。

(
幻
〉
李
零
前
掲
「
包
山
楚
繍
研
究
(
占
卜
類
〉
」
。

(
担
〉
一
三
僚
に
紀
年
は
な
い
が
、
一

0
1
一
三
僚
は
一
つ
の
グ
ル

ー
プ
で

あ
る
。

(
お
)
陳
像
前
掲
『
包
山
楚
簡
初
探
』
一
五
五
頁。

(
お
)
(
考
緯
位
。
と
は
、
前
掲
『
包
山
楚
墓
上
』
所
牧
の
「
包
山
二
鋭

楚
墓
筒
随
胴
闘
再
文
興
考
回
押
」
と
そ
の
注
番
鋭
を
指
す
。
以
下
も
同
じ
。

(mC
彰
浩
前
掲
「
包
山
二
鋭
楚
墓
卜
笈
和
祭
諸
問
竹
節
的
初
歩
研
究
」
。

(
却
)
李
零
前
掲
「
包
山
楚
関
研
究
(
占
ト
類
〉
」
。

〈
却
)
陳
偉
前
掲
『
包
山
楚
衡
初
探
』
八
頁
。

(

m

山
)
彰
浩
前
掲
「
包
山
二
貌
楚
墓
卜
笈
和
祭
爾
竹
筒
的
初
歩
研
究
」
。
な

お
『
周
櫨
』
原
文
に
「
掌
六
新
以
同
鬼
一
柳
示
。
一
日
類
、
二
日
造
、
三

日
箱
、
四
日
祭
、
五
日
攻
、
六
日
説
」
と
あ
る
。

〈
氾
〉
李
零
前
掲
「
包
山
楚
簡
研
究
(
占
卜
類
)
」
。

(
ロ
)
池
津
優
前
掲
「
祭
ら
れ
る
一
紳
と
祭
ら
れ
ぬ
紳
」
。

(
お
)
李
零
前
鍋
「
包
山
楚
簡
研
究
(
占
卜
類
〉
」
。
な
お
、
こ
の
「
白
」
・

「
息
」
の
字
穫
に
関
す
る
皐
読
史
は
、
大
西
克
也
「
包
山
楚
簡
「
白
」

字
の
訓
穫
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
東
京
大
皐
中
園
語
中
園
文
筆
研
究
室
紀

要
』
第
三
続
、
二

O
O
O年
〉
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
鈍
)
工
藤
元
男
前
掲
「
筒
由
巾
資
料
か
ら
見
た
楚
文
化
圏
の
鬼
紳
信
仰
」
。

そ
の
後
、
大
西
克
也
は
「
白
」
を
「
使
」
(
使
役
動
調
)
の
仮
借
字
と

解
し
て
い
る
(
同
氏
前
掲
論
文
)
。

(
お
)
池
津
優
前
掲
「
祭
ら
れ
る
榊
と
祭
ら
れ
ぬ
紳
」
。

(
お
〉
池
耳
障
優
前
掲
「
祭
ら
れ
る
一
柳
と
祭
ら
れ
ぬ
一
抑
」
。

〈
幻
〉
工
藤
元
男
「
睡
虎
地
秦
簡
「
日
書
」
に
お
け
る
病
因
論
と
鬼
一
脚
の
関

係
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
翠
』
第
八
八
輯
、
一
九
九
四
年
〉
。

(
お
)
池
津
優
前
掲
「
祭
ら
れ
る
紳
と
祭
ら
れ
ぬ
紳
」
。

(

m

却
〉
整
理
者
は
「
締
」
を
「
編
」
と
讃
み
(
考
穆

ω窓
)
、
そ
れ
を
承
け

て
彰
浩
氏
は
、
「
編
と
は
こ
の
一
年
に
都
柁
の
た
め
に
行
っ
た
三
回
の

笈
問
」
と
し
て
い
る
(
前
掲
論
文
)
。

〈
川
叫
)
整
理
者
は
「
習
」
を
四
度
目
の
貞
間
と
解
す
(
考
穆
企
印
)
。

(
似
)
以
上
の
病
般
に
関
す
る
語
集
の
解
揮
に
つ
い
て
は
、
李
零
氏
前
掲
論

文
を
参
考
に
し
た
。

(
必
)
彰
浩
前
掲
「
包
山
二
蹴
墓
卜
盆
和
祭
薦
竹
筒
的
初
歩
研
究
」
。

〈
叫
〉
「
幕
懲
罰
」
の
場
合
に

「
逢
税
」
の
よ
う
な
表
記
の
相
違
が
見
ら
れ
な

い
の
は
、
「
幕
懲
罰
」
の
事
例
が
同
日
に
行
れ
た
貞
問
で
あ
る
こ
と
と
関

係
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

〈
川
相
)
裁
貞
や
疾
病
貞
の
記
録
が
ど
の
よ
う
に
保
存
さ
れ
た
の
か
は
、
関
書

で
は
定
か
で
な
い
。
し
か
し
包
山
二
鋭
墓
の
「
卜
盆
祭
器
開
館
」
が
三
年

間
、
霊
山
一
一
統
墓
の

「ト
盆
祭
諸
問
簡
」
が
四
年
聞
の
貞
聞
の
記
録
を
副

葬
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は

「
透
税
」

・
「
幕
繁
」
の
シ
ス
テ
ム
な
ど

か
ら
、
貞
聞
の
記
録
は
貞
人
側
と
依
頼
者
側
の
隻
方
に
一
定
期
開
保
存

さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

(
必
)
八
僚
で
藍
吉
が
石
被
裳
の
説
を
乏
し
、
そ
れ
を
「
饗
諸
問
」
と
表
記
し

て
い
る
が
、
「
詔
蹄
」
の
課
潟
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
八
僚
で
藍
吉
が

提
案
し
て
い
る
祭
器
開
名
は
す
べ
て
「
饗
祷
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
石

被
裳
の
場
合
も
「
饗
祷
」
と
縛
骨
局
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

〈必〉

一
一
一
僚
で
廠
舎
が
「
狽
諸
問
」
を
提
案
し
、
七
僚
と
八
僚
で
五
生
と
藍
吉

が
そ
れ
ぞ
れ
廊
舎
の
税
を
透
す
る
の
に
、
そ
れ
を
「
寮
諸
問
」
と
稽
し
て
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い
る
の
も
、
臨
曾
の
祭
溺
が
本
来
「
安
藤
」
と
明
僻
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
す
と
解
さ
れ
る
が
、
た
だ
そ
れ
を
三
僚
で
「
狽
諸
問
」
と
稽
し
て

い
る

の
は
ど
う
解
標
す
べ
き
か
。
「
狽
」
の
字
穣
の
再
検
討
も
含
め
て
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

(

U

)

湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
『
江
陵
九
庖
東
周
墓
』

一
九
九
五
年
〉
。

(
科
聞
申
出
版
社
、

(
泊
四
)
工
藤
元
男
「
従
卜
盆
祭
繭
簡
看
。
白
書
。
的
形
成
」
ハ
武
漢
大
皐
中

園
文
化
研
究
院
編
『
《
人
文
論
叢
》
特
輯
郭
庖
楚
筒
園
際
拳
術
研
討

舎
論
文
集
』
所
段
、
湖
北
人
民
出
版
社
、
二

O
O
O年)。

(
品
開
)
「
在
位
年
」
は
『
史
記
』
巻
一
五
・
六
園
年
表
に
よ
り
、
括
弧
内
は

卒
勢
隆
郎
編
著
『
新
編
史
記
東
周
年
表
|
中
園
古
代
紀
年
の
研
究
序

章
』
(
東
京
大
皐
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九
五
年
〉
に
よ
る
。
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However, during the Southern Dynasties, the Te iin titleplayed ａnew

role. As can be understood from the fact that one individual who had

refused the post of Commander Unequaled in Honor　開府儀同三司, the

pinnacle of the hierarchy of the Guang lu da in, was given the titleTe jin.

The Te jin titlewas inserted within the hierarchy of the Guang lu da fu.

This also marks the beginning of its being the highest rank of the Tang

civilservice prestige titles｡

　　

The shiftof associationof the Te Jin titlefrom Adjunct Marquises to

the Guang lu da fu, and its ultimate retention among the civil service

prestigetitleswas due to the fact the functions fulfilledby the Adjunct

Marquises in the Han were splitbetween the Generals and the Guang lu

da fu during the Wei, Jin, and the period of the Northern and Southern

Dynasties and thatit conformed to the trends toward the adoption of Tang

prestige titles.

THE SYSTEM AND STRUCTURE OF THE BU-SHI JI-DAO

　　　

JIAN卜笠祭祷簡AS SEEN IN THE BAO-SHAN

　　　　　　　　　　　

CHU JIAN 包山楚簡

Kudo Motoo

　　

In Ｃｈｕ楚during the Warring States period, in丑uential leaders would

summon men known as zhen-ren貞人, each year, and have them conduct

rites, called sui-zhen 歳貞, to divine their fortune in the coming
year･

Furthermore, if there were an outbreak of disease, prayers for ａ
recovery

would also have been conducted in ａ rite known as a ji-bing
zhen 疾病貞･

Ａ Bu-shi ji-dao jian, ａ record of
those sorts of rituals conducted by the

zhen-ren, was copied by ａ scribe, someone other than the zhen-ren himself,

as a funerary item following the death of ａ grave
owner. This article is

an attempt to clarify the system and structure of
the Bu-shi ji-dao jian by

analyzing concrete examples of the form･

　　

When one tries to consider the custom of using this sort
of Ｂｕ･shi ji-dao

jian as a funerary object in terms of the traditions of Chu culture,
the time

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－2－



at which they were buried and the relationship to the ri-shu　日書，a

divination manual, draws our attention.工ｎ other words, the burials at the

three tombs, i. e., Tomb No. 1 at Tian-χing-guan天星眼Tomb No. 2 at

Wang-shan望山, Tomb No. 2 at Bao shan 包山, where Bu-shi ji-dao jian

were discovered have been dated to the mid-Warring States period. They

were tombs persons of feudal lord 邦君or grand master 大夫status and the

dates of each of the tomb owners were not far removed from one another.

By way of contrast, ａ Bu-shi ji-dao jian has also been ｅχcavated at the

small-scale Tomb No. 3 at Qin-jia-zui秦家嘴, the age of which is uncertain.

This indicates that the custom of the ruling class of Chu to employ ａ Bu-shi

ji-dao jian as funerary object gradually penetrated into broader levels of

society.

　

The earliest ri-shu has been found in ａ small-scale tomb, thought

to be from approχimately the same period as the Qin-jia-zui tomb, i. e.,

from the early stages of the Late Warring States period. The grave owner

appears to have been ａ commoner.　In terms of content, this ri-shu can be

seen as having many similarities to the ri-shu of the Qin record from Shui-

hu-di睡虎地．工n considering the period of the shift from the Bu-shi ji-dao

iian to the ri-shu, it is an item worthy of great attention. Moreover, the

age of Tomb Ｎ０.2 at Bao-shan, burial 0f whose owner has been firmly

estimated, is of ａ period that is circa the period of adoption of kingly titles

by the states of the Warring States period. Jtist how these political

circumstances were reflected in the Bu-shi ji-dao jian is ａ topic for future

examination.

THE OFFICES OF DIAN･KE 典客,THE DA-XING LING

　

大行令,DA HONG-LU 大鴻臓IN THE FORMER HAN

KUMAGAI Shigezo

　　

During the Former Han the officeof Chamberlain for Dependencies,

then called Dian-ke典客(later called the Da-xing ling大行令, which has

been translated as Director of Messengers Ｏ伍ce in English, and finally

Da hong-lu 大鴻鵠）ｗａscharged with the administration of subjected tribes

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－
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